
（令和元年度第８回）
入院医療等の調査・評価分科会

令和元年９月２６日（木）
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診 調 組 入 － １
元 ． ９ ． ２ ６



2019年度調査結果（速報）概要
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（１）一般病棟入院基本料等

（２）特定集中治療室管理料等

（３）療養病棟入院基本料

（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項



調査項目

（１）急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系の見直しの影響について（その１）

（２）地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系の見直しの影響につ
いて

（３）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その１）

（４）医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について
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【基本的な考え方】
〇 以下に掲げる７項目について、2018年度及び2019年度の２か年で調査を実施する。
〇 １年間の長期の経過措置が設けられている項目など、効果を検証するまでに一定程度の期間が必要で
あるものについては2019年度調査として実施する。

〇 2018年度調査で実施するものについても、改定による効果がより明らかになるよう、経過措置のあるもの
は原則として経過措置終了後に調査期間を設定する。

（１）急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系の見直しの影響について（その２）

（２）特定集中治療室管理料等の集中治療を行う入院料の見直しの影響について

（３）療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について（その２）

【2018年度】

【2019年度】

中医協 診－２
元 ． ５ ． １ ５



2019年度調査全体の概要
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○ 調査方法：自記式調査票の郵送配布・回収又はウェブ調査により実施。

○ 調査票：対象施設に対して「施設調査票」、「病棟調査票」等を配布。また、別途、調査対象月のレセプト調査を実施。

○ 調査対象施設：別表のとおり。

調査項目 各項目において調査対象となる施設 調査票 対象施設数

（1）急性期一般入院基本料、地
域一般入院基本料等の評価体
系の見直しの影響について
（その２）

一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、
専門病院入院基本料、特定集中治療室管理料等の
届出を行っている医療機関（※１）

A票 約2,500施設

（2）特定集中治療室管理料等の
集中治療を行う入院料の見直
しの影響について

（3）療養病棟入院基本料等の慢
性期入院医療における評価の
見直しの影響について
（その２）

療養病棟入院基本料の届出を行っている医療機関
（※２）

B票 約1,800施設

［別表］

※１ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の特定入院
料の届出医療機関及び特定機能病院・専門病院は悉皆とし、その他の医療機関は、一般病棟入院基本料の届出医療機関を都道府県
別に層化の上、無作為で抽出したものを対象とする。

※２ 療養病棟入院基本料届出医療機関から都道府県別に層化の上、無作為で抽出したものを対象とする。

中医協 診－２
元 ． ５ ． １ ５



2019年度調査の回収結果
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調査対象区分
調査対象

施設数

施設調査票

（回収率）
病棟票 治療室票

Ａ

一般病棟入院基本料、特定機能病院入院
基本料、専門病院入院基本料、特定集中
治療室管理料等の届出を行っている医療
機関

2,500
1,133

（45.3%）
3,668 952

Ｂ
療養病棟入院基本料の届出を行っている
医療機関

1,800
648

（36.0%）
574 －



2019年度調査結果（速報）概要
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（１）一般病棟入院基本料等

（２）特定集中治療室管理料等

（３）療養病棟入院基本料

（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項
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（１）一般病棟入院基本料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

回答施設の状況①（急性期一般入院基本料）

医療機関の開設者別の内訳

8

○ 急性期一般入院基本料の調査回答施設について、医療機関の開設者別の内訳は、以下のとおり
であった。

（参考）急性期一般入院基本料届出
医療機関全体における開設者別の内訳

出典：保険局医療課調べ（平成30年７月１日時点）国立…国立大学法人、NHO、JCHO等 公立…都道府県、市町村等
公的…日赤、済生会等 社保…健保組合、共催組合、国保組合等

5.8%

5.0%

28.7%

24.5%

15.7%

3.7%

1.8%

1.3%

17.3%

49.9%

30.3%

14.5%

0.4%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

急性期一般

入院料１

（ｎ=567）

急性期一般

入院料２～７

（ｎ=379）

国立 公立 公的 社保 医療法人 その他の法人 個人

7.9%

3.8%

21.9%

15.1%

12.5%

3.0%

2.6%

0.6%

36.8%

66.2%

18.2%

10.1%

0.1%

1.3%

0% 50% 100%

急性期一般入院料１

（n=1,510）

急性期一般入院料２～７

（n=2,178）

国立 公立 公的 社保 医療法人 その他の法人 個人
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急性期一般入院料１ （ｎ=1,510）

急性期一般入院料２～３ （ｎ=43）

急性期一般入院料４～７ （ｎ=2,135）

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 9

○ 急性期一般入院基本料の調査回答施設について、許可病床数別の内訳は、以下のとおりであった。

許可病床数別の内訳

回答施設の状況②（急性期一般入院基本料）

（参考）急性期一般入院基本料届出
医療機関全体における許可病床数別の内訳

出典：保険局医療課調べ（平成30年７月１日時点）
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急性期一般入院料１ （ｎ=571）

急性期一般入院料２～３ （ｎ=62）

急性期一般入院料４～７ （ｎ=319）



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 10

○ 改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟について、令和元年6月1日時点の状況をみると、急性
期一般入院料１を届出ている病棟が最も多く、93.5％であった。

○ 急性期一般入院料１以外を届出た病棟の中では、急性期一般病棟入院料２を届出ている病棟が多
かった。

改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟の状況

改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟の令和元年6月１日時点の届出状況

93.5%

3.2%

0.2%

0.1%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.7%

1.4%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１を届出

急性期一般入院料２を届出

急性期一般入院料３を届出

急性期一般入院料４を届出

急性期一般入院料５を届出

急性期一般入院料６を届出

急性期一般入院料７を届出

地域一般入院基本料へ転換

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

その他の入院料へ転換

無回答

（施設数=568 病棟数=3,513）

2019年度調査



出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票） 11

96.5%

2.6%

0.5%

0.0%

0.2%

0.0%

0.1%

0.9%

0.1%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１を届出

急性期一般入院料２を届出

急性期一般入院料３を届出

急性期一般入院料４を届出

急性期一般入院料５を届出

急性期一般入院料６を届出

急性期一般入院料７を届出

その他の入院料へ転換

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

（n=1,801）

○ 改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟について、平成30年11月1日時点の状況をみると、急性期
一般入院料１を届出ている病棟が最も多かった。

○ 急性期一般入院料１以外を届出た病棟の中では、急性期一般入院料２を届出ている病棟が多かった。

改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟の状況

改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた病棟の平成30年11月１日時点の届出状況

※改定前に一般病棟（７対１）を届出ていた329施設の調査結果

2018年度調査

診調組 入－１
元 ． ６ ． ７



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 12

○ 急性期一般入院料１を届出ている医療機関に、届出ている理由を聞くと、「改定前の一般病棟（７対１）
相当の看護職員配置が必要な入院患者が多い（医療需要がある）ため」や「施設基準を満たしており、
特に転換する必要性を認めないため」が多かった。

急性期一般入院料１を届出ている理由

急性期一般入院料１を届出ている理由
（最も該当するもの）

急性期一般入院料１を届出ている理由
（複数回答）（n=512） （n=512）

45.9%

7.8%

36.7%

1.0%

5.9%

0.6%

0.8%

0.4%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

改定前の一般病棟（７対１）相当の看護職員配置が

必要な入院患者が多い（医療需要がある）ため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

地域で連携している医療機関からの要請に

応えられなくなる懸念があるため

施設基準を満たしており、特に転換する

必要性を認めないため

現在、急性期一般入院料１に応じた職員を雇用

しており、転換することで余剰職員が発生するため

急性期一般入院料１の方が、他の病棟等と比較して

経営が安定するため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

職員のモチベーションが低下するため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

職員の負担が増加する懸念があるため

その他

無回答

70.1%

42.8%

85.5%

27.3%

35.2%

28.1%

16.8%

0.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改定前の一般病棟（７対１）相当の看護職員配置が

必要な入院患者が多い（医療需要がある）ため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

地域で連携している医療機関からの要請に

応えられなくなる懸念があるため

施設基準を満たしており、特に転換する

必要性を認めないため

現在、急性期一般入院料１に応じた職員を雇用

しており転換することで余剰職員が発生するため

急性期一般入院料１の方が、他の病棟等と比較して

経営が安定するため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

職員のモチベーションが低下するため

急性期一般入院料１以外の病棟へ転換すると

職員の負担が増加する懸念があるため

その他

無回答



13

○ 一般病棟（７対１）から急性期一般入院料２又は３に転換した医療機関に、その理由を聞くと、「重症
度、医療・看護必要度の基準を満たすことが困難なため」が最も多く、次いで「看護師の確保が困難な
ため」が多かった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

一般病棟（７対１）から転換した理由

一般病棟（７対１）から転換した理由（最も該当するもの）

（参考）急性期一般入院料２又は３
における開設者別の内訳

（ｎ=61）

5.9%

0.0%

7.8%

23.5%

35.3%

5.9%

2.0%

9.8%

0.0%

0.0%

3.9%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40%

７対１より10 対１の看護職員配置が適切だと思われる

入院患者が多い（医療需要がある）ため

一般病棟（７対１）から転換することで、より地域で連携している

医療機関からの要請に応えられる医療を提供できるため

実際の患者の状態に、より即した入院料が

設定されたため

看護師の確保が困難なため

重症度、医療・看護必要度の基準を

満たすことが困難なため

平均在院日数の基準を満たすことが困難なため

在宅復帰率の基準を満たすことが困難なため

転換した方が経営が安定するため

一般病棟（７対１）から転換することで

職員のモチベーションが向上するため

一般病棟（７対１）から転換することで

職員の負担軽減につながるため

その他

無回答

（ｎ=51）

3.3% 27.9%

8.2%

4.9%

29.5% 24.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国立 公立 公的

社保 医療法人 その他の法人

個人



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 14

○ 急性期一般入院料等について、今後の届出の意向をみると、「現状を維持」が最も多かったが、「一部
を他の病棟・病室へ転換」と「全てを他の病棟・病室へ転換」という回答を合わせると、約１～２割あった。

今後の届出の意向

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（ｎ=565）

急性期一般入院料２（ｎ=59）

急性期一般入院料３（ｎ=3）

急性期一般入院料４（ｎ=122）

急性期一般入院料５（ｎ=83）

急性期一般入院料６（ｎ=53）

急性期一般入院料７（ｎ=52）

地域一般入院基本料（ｎ=109）

専門病院入院基本料（７対１）（ｎ=8）

専門病院入院基本料（10対１）（ｎ=4）

特定機能病院入院基本料（一般病棟７対１）（ｎ=49）

入院料基本料別の病床数の増減の意向

増床 現状を維持 削減 （転換を除く） 一部を他の病棟・病室へ転換 全てを他の病棟・病室へ転換



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 15

○ 「他の病棟へ転換」と回答した病棟について、検討している転換先をみると、以下のとおりであった。

転換を検討している病棟の転換先

転換を検討している病棟の転換先

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（ｎ=41）

急性期一般入院料２（ｎ=8）

急性期一般入院料３（ｎ=１）

急性期一般入院料４（ｎ=17）

急性期一般入院料５（ｎ=14）

急性期一般入院料６（ｎ=10）

急性期一般入院料７（ｎ=３）

より高い急性期一般入院料に転換

より低い急性期一般入院料に転換

地域一般入院基本料に転換

回復期リハビリテーション病棟に転換

地域包括ケア病棟・病室に転換

上記以外の病棟に転換

地域一般入院基本料（ｎ=23） 急性期一般入院料に転換

地域包括ケア病棟・病室に転換
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（１）一般病棟入院基本料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度



現在の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準①

入院料等

急性期一般入院基本料
地域一般
入院基本料

入院料１ 入院料２ 入院料３ 入院料４ 入院料５ 入院料６ 入院料７ 入院料１

看護職員配置 ７対１ 10対１

必要度に係る加算 なし

重症度、医療・看
護必要度に係る基
準

・A得点２点以上かつB得点３点以上
・B項目のうち「B14診療・療養上の指示が通じる」又は「B15危険行動」に該当する患者であって、
A得点１点以上かつB得点３点以上

・A得点３点以上
・C得点１点以上

継続的な測定と結果に基づいた
評価

患
者
割
合
基
準

必要度Ⅰ 30％
－

（27％）
－

（26％）
27％ 21％ 15％

なし

必要度Ⅱ 25％
24％

（22％）
23％

（21％）
22％ 17％ 12％

※１ 重症度、医療・看護必要度Ⅱは、ⅠとⅡを満たす患者割合の差が0.04を超えない場合に使用できる。
※２ 重症度、医療・看護必要度における患者割合基準の（ ）内は許可病床数200床未満の一般病棟７対１入院基本料の経過措置（2018年９月末まで）。
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入院料等 専門病院入院基本料 及び 特定機能病院入院基本料（一般病棟） 専門病院入院基本料

区分（看護職員配置） ７対１ 10対１ 13対１

必要度に係る加算 なし 看護必要度加算１ 看護必要度加算２ 看護必要度加算３ なし
一般病棟看護

必要度評価加算

重症度、医療・看護必要
度に係る基準

・A得点２点以上かつB得点３点以上
・B項目のうち「B14診療・療養上の指示が通じる」又は「B15危険行動」に該当す
る患者であって、A得点１点以上かつB得点３点以上

・A得点３点以上
・C得点１点以上

継続的な測定と結
果に基づいた評価
（必要度Ⅰ）

測定した結果に基
づく評価
（必要度Ⅰ）

患者割合
基準

必要度Ⅰ 28％ 27％ 21％ 15％
なし なし

必要度Ⅱ 23％ 22％ 17％ 12％

入院料等 特定機能病院入院基本料（結核病棟） 結核病棟入院基本料

区分（看護職員配置） ７対１ ７対１

必要度に係る加算 なし なし

重症度、医療・看護必要
度に係る基準

継続的な測定と結果に基づいた評価（必要度Ⅰ） ・A得点２点以上かつB得点３点以上
・B項目のうち「B14診療・療養上の指示が通じる」又は「B15

危険行動」に該当する患者であって、A得点１点以上かつB
得点３点以上

・A得点３点以上
・C得点１点以上

患者割合
基準

必要度Ⅰ
なし

11％

必要度Ⅱ ９％

現在の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準②
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 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

対象入院料・加算 基準

一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度

・Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
・「Ｂ14」又は「Ｂ15」に該当する患者であって、Ａ得
点が１点以上かつＢ得点が３点以上
・Ａ得点３点以上
・Ｃ得点１点以上

地域包括ケア病棟入院料
（地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合も含む）

・Ａ得点１点以上
・Ｃ得点１点以上

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

1
創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の処置）

なし あり －

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり －

3 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり －

4 心電図モニターの管理 なし あり －

5 シリンジポンプの管理 なし あり －

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり －

7

専門的な治療・処置
（①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、⑥免疫抑制剤の管理、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、⑪無菌治療室での治療）

なし － あり

8 救急搬送後の入院（２日間） なし － あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

9 寝返り できる 何かにつかまればできる できない

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助

11 口腔清潔 介助なし 介助あり －

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ －

15 危険行動 ない － ある

Ｃ 手術等の医学的状況 ０点 １点

16 開頭手術（７日間） なし あり

17 開胸手術（７日間） なし あり

18 開腹手術（４日間） なし あり

19 骨の手術（５日間） なし あり

20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（３日間） なし あり

21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（２日間） なし あり

22

救命等に係る内科的治療（２日間）
（①経皮的血管内治療
②経皮的心筋焼灼術等の治療
③侵襲的な消化器治療）

なし あり

［各入院料・加算における該当患者の基準］

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」の概要

※対象病棟の入院患者について毎日測定し、直近３ヶ月の該当患者の割合を算出。
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 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

対象入院料・加算 基準

一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度

・Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上
・「Ｂ14」又は「Ｂ15」に該当する患者であって、Ａ得
点が１点以上かつＢ得点が３点以上
・Ａ得点３点以上
・Ｃ得点１点以上

地域包括ケア病棟入院料
（地域包括ケア入院医療管理
料を算定する場合も含む）

・Ａ得点１点以上
・Ｃ得点１点以上

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

1
創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の処置）

なし あり －

2 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり －

3 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり －

4 心電図モニターの管理 なし あり －

5 シリンジポンプの管理 なし あり －

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり －

7

専門的な治療・処置
（①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、⑥免疫抑制剤の管理、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、⑪無菌治療室での治療）

なし － あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

9 寝返り できる 何かにつかまればできる できない

10 移乗 介助なし 一部介助 全介助

11 口腔清潔 介助なし 介助あり －

12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

14 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ －

15 危険行動 ない － ある

Ｃ 手術等の医学的状況 ０点 １点

16 開頭手術（７日間） なし あり

17 開胸手術（７日間） なし あり

18 開腹手術（４日間） なし あり

19 骨の手術（５日間） なし あり

20 胸腔鏡・腹腔鏡手術（３日間） なし あり

21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術（２日間） なし あり

22

救命等に係る内科的治療（２日間）
（①経皮的血管内治療
②経皮的心筋焼灼術等の治療
③侵襲的な消化器治療）

なし あり

［各入院料・加算における該当患者の基準］

一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」の概要

※対象病棟の入院患者についてA項目及びC項目は日々の診療実績データを用い測定し、直近３ヶ月の該当患者の割合を算出。
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 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し及び入院医療の評価体系の見直し等に伴い、入院料等の
施設基準に定められている該当患者割合要件について、見直しを行う．

現行の基準を満たす患者割合の要件

一般病棟７対１入院基本料 25％（23％）

看護必要度加算１（一般） 24％

看護必要度加算２（一般） 18％

看護必要度加算３（一般） 12％

７対１入院基本料（特定、専門） 25％（23％）

看護必要度加算１（特定、専門） 24％

看護必要度加算２（特定、専門） 18％

看護必要度加算３（特定、専門） 12％

７対１入院基本料（結核） 10％

総合入院体制加算１・２ 30％

総合入院体制加算３ 27％

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算
６％

看護補助加算１ ５％

地域包括ケア病棟入院料

特定一般病棟入院料の注７
10％

改定後の基準を満たす患者割合の要件

重症度、医療・看護
必要度Ⅰ

重症度、医療・看護
必要度Ⅱ

急性期一般入院料１ 30％ 25％

急性期一般入院料２ －（27％） 24％（22％）

急性期一般入院料３ －（26％） 23％（21％）

急性期一般入院料４ 27％ 22％

急性期一般入院料５ 21％ 17％

急性期一般入院料６ 15％ 12％

７対１入院基本料（特定、専門） 28％ 23％

看護必要度加算１（特定、専門） 27％ 22％

看護必要度加算２（特定、専門） 21％ 17％

看護必要度加算３（特定、専門） 15％ 12％

７対１入院基本料（結核） 11％ ９％

総合入院体制加算１・２ 35％ 30％

総合入院体制加算３ 32％ 27％

急性期看護補助体制加算

看護職員夜間配置加算
７％ ６％

看護補助加算１ ６％ ５％

地域包括ケア病棟入院料

特定一般病棟入院料の注７
10％ ８％

（ ）内は200床未満の経過措置

重症度、医療・看護必要度の見直し⑤
各入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」に係る該当患者割合要件の変更

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑪ （１）急性期医療
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一般病棟入院基本料の重症度、医療・看護必要度の届出状況

22

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている施設は、急性期一般入院料１では約３割、急性期一般
入院料４～６では１割前後であった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

※届出区分無回答のものは除く

届出を行っている重症度、医療・看護必要度の種別

68.1%

80.6%

83.5%

85.7%

61.1%

82.1%

53.8%

75.0%

75.0%

29.8%

15.3%

10.6%

8.9%

3.7%

3.6%

46.2%

25.0%

25.0%

2.1%

4.0%

5.9%

5.4%

35.2%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=571）

急性期一般入院料４（n=124）

急性期一般入院料５（n= 85）

急性期一般入院料６（n= 56）

急性期一般入院料７（n= 54）

地域一般入院料１（n= 28）

特定機能病院一般７：１入院料（n= 52）

専門病院７：１入院料（n=  8）

専門病院10：１入院料（n=  4）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 無回答

2019年度調査



一般病棟入院基本料の重症度、医療・看護必要度の届出状況

23

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている施設は、急性期一般入院料１では約２割、急性期一般
入院料４～６では１割前後であった。

出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票）

79.6%

87.3%

84.5%

86.2%

68.9%

95.0%

70.6%

100.0%

19.3%

8.8%

10.9%

10.3%

1.4%

1.7%

26.5%

1.1%

3.9%

4.5%

3.4%

29.7%

3.3%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=367）

急性期一般入院料４（n=102）

急性期一般入院料５（n=110）

急性期一般入院料６（n= 58）

急性期一般入院料７（n= 74）

地域一般入院料１（n= 60）

特定機能病院一般７:１入院料（n= 34）

専門病院入院基本料（n=  6）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 無回答

※届出区分無回答のものは除く

診調組 入－１
元．６．７（改）

届出を行っている重症度、医療・看護必要度の種別2018年度調査



重症度、医療・看護必要度Ⅰを届出ている理由

24

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅰを届出ている理由をみると、「Ⅱの届出に必要な診療実績情報
データによる評価体制が整っていないため」が多かった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

重症度、医療・看護必要度Ⅰを届出ている理由

※届出区分無回答のものは除く

（複数回答）

38.0%

22.6%

30.1%

10.8%

41.1%

26.5%

10.0%

0.0%

40.9%

15.5%

20.2%

13.1%

55.6%

30.6%

6.3%

0.4%

7.1%

7.1%

17.9%

3.6%

53.6%

53.6%

14.3%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ⅱより評価票の記入のほうが容易であり、Ⅱに変更する必要性を感じないため

Ⅰを用いた場合、Ⅱを用いた場合と比較して、より高い入院料を届出ることができるため

Ⅰのデータを看護職員配置などの看護管理業務に用いるため

Ⅱを満たす患者の割合とⅠを満たす患者の割合との差分が0.04に収まらないため

Ⅱの届出に必要な診療実績情報データによる評価体制が整っていないため

Ⅰ・Ⅱ両者で算出した患者割合にズレがないかを確認できていないため

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=389）

急性期一般入院料４～７（n=252）

特定機能病院入院基本料（n=28）



重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている理由

25

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている理由をみると、「Ⅱの届出に必要な診療実績情報
データによる評価体制が整っているため」が多かった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

重症度、医療・看護必要度Ⅱを届出ている理由

※届出区分無回答のものは除く

（複数回答）

84.7%

80.0%

11.2%

2.9%

0.0%

82.9%

60.0%

28.6%

2.9%

2.9%

83.3%

83.3%

4.2%

4.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅱの届出に必要な診療実績情報データによる評価体制が整っているため

Ⅱを用いた場合、Ⅰよりも評価票記入者の負担が軽減されるため

Ⅱを用いた場合、Ⅰを用いた場合と比較して、より高い入院料を届出ることができるため

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=170）

急性期一般入院料４～７（n=35）

特定機能病院入院基本料（n=24）



重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ両方を算出している理由

26

○ 重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ両方の患者割合を算出している施設に、その理由を聞いたと
ころ、「Ⅰ・Ⅱ両者で算出した患者割合にズレがないか確認するため」が多かった。

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ両方を算出している理由

※届出区分無回答のものは除く

（複数回答）

77.8%

55.1%

10.7%

6.7%

0.0%

69.6%

54.3%

13.0%

8.7%

0.0%

57.9%

63.2%

10.5%

5.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ・Ⅱ両者で算出した患者割合にズレがないか確認するため

現在、施設としてⅠを届出ているが、将来的にⅡの届出を検討しているため

現在、施設としてⅡを届出ているが、Ⅰのデータを看護職員配置などの看護管理業務に用いるため

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=225）

急性期一般入院料４～７（n=46）

特定機能病院入院基本料（n=19）



重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の比較（H30／H31）

27出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

※届出区分無回答のものは除く
※平成30年と平成31年（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）の両方を回答したもののみ集計

○ 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、平成30年と平成31年のいずれも
回答した施設の平均をみると、平成31年の方が割合が高かった。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

（％）

29.7 

27.8 

29.9 

22.2 

17.2 

10.5 

13.8 

29.6 

31.5 

23.6 

35.6 

33.4 

36.9 

27.4 

21.1 

12.7 

21.3 

32.2 

32.6 

28.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

急性期一般入院料１（n=473）

急性期一般入院料２（n= 15）

急性期一般入院料３（n= 0）

急性期一般入院料４（n= 70）

急性期一般入院料５（n= 56）

急性期一般入院料６（n= 39）

急性期一般入院料７（n= 34）

地域一般入院料１（n= 8）

特定機能病院一般７：１入院料（n= 36）

専門病院７：１入院料（n= 6）

専門病院10：１入院料（n= 4）

平成30年１～３月

平成31年１～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）



28出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

一般病棟入院基本料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（H30／H31）

急性期一般入院料１ 急性期一般入院料２

急性期一般入院料４ 急性期一般入院料５

n=473 n=15

n=70 n=56

※届出区分無回答のものは除く ※ｎが１桁の入院料は除く
※平成30年と平成31年（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）の両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、全体として、改定前よりも改定後の
割合が高い傾向にあった。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合の分布
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

□平成30年１月～３月
□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）
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29出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

一般病棟入院基本料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（H30／H31）

N=39 n=34

n=36

※届出区分無回答のものは除く ※ｎが１桁の入院料は除く
※平成30年と平成31年（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）の両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、全体として、改定前よりも改定後の
割合が高い傾向にあった。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合の分布
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

□平成30年１月～３月
□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）

急性期一般入院料６ 急性期一般入院料７

特定機能病院一般７：１入院料
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重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の比較（Ⅰ／Ⅱ）

30出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

※届出区分無回答のものは除く
※平成31年において重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの両方を回答したもののみ集計

重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合
（平成31年においてⅠ・Ⅱいずれも回答した施設の比較）

（％）

○ 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について平成31年においてⅠとⅡのいずれ
も回答した施設の平均をみると、Ⅰの方が割合が高い傾向にあった。

34.8 

33.0 

33.5 

32.9 

24.1 

19.4 

17.6 

32.5 

33.2 

27.8 

30.6 

28.8 

27.6 

29.2 

21.8 

17.6 

15.9 

28.9 

28.2 

22.7 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

急性期一般入院料１（n=227）

急性期一般入院料２（n= 26）

急性期一般入院料３（n= 1）

急性期一般入院料４（n= 19）

急性期一般入院料５（n= 11）

急性期一般入院料６（n= 5）

急性期一般入院料７（n= 2）

地域一般入院料１（n= 0）

特定機能病院一般７：１入院料（n= 19）

専門病院７：１入院料（n= 2）

専門病院10：１入院料（n= 2）

平成31年１～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）

平成31年１～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅱ）



31出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

一般病棟入院基本料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（Ⅰ／Ⅱ）

急性期一般入院料１ 急性期一般入院料２
n=227 n=26

※届出区分無回答のものは除く ※ｎが１桁の入院料は除く
※平成31年において重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、全体として、ⅡよりもⅠの割合が高
い傾向にあった。

□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）
□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅱ）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者割合の分布
（平成31年においてⅠ・Ⅱいずれも回答した施設の比較）

特定機能病院一般７：１入院料 n=19
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急性期一般入院料５
n=11

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、全体として、ⅡよりもⅠの割合が高
い傾向にあった。

一般病棟入院基本料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（Ⅰ／Ⅱ）

急性期一般入院料４
n=19
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出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
※届出区分無回答のものは除く ※ｎが１桁の入院料は除く
※平成31年において重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの両方を回答したもののみ集計

□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅰ）
□平成31年１月～３月（重症度、医療・看護必要度Ⅱ）

重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者割合の分布
（平成31年においてⅠ・Ⅱいずれも回答した施設の比較）



2019年度調査結果（速報）概要

33

（１）一般病棟入院基本料等

（２）特定集中治療室管理料等

（３）療養病棟入院基本料

（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項
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（２）特定集中治療室管理料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度

・ 専門性の高い看護師の配置状況

・ 早期離床・リハビリテーション加算



救命救急入院料等の主な施設基準
点数 主な施設基準 看護配置 必要度 その他

救命救急入院料

入院料１

～３日 9,869点
・専任の医師が常時勤務
・手術に必要な麻酔科医等との連絡体制

４対１
ＩＣＵ用
測定評価

救命救急セ
ンターを有
しているこ

と

～７日 8,929点

～14日 7,623点

入院料２

～３日 11,393点
・救命救急入院料１の基準を満たす
・特定集中治療室管理料１又は３の基準を満たす

２対１
ICU用
８割

～７日 10,316点

～14日 9,046点

入院料３

～３日 9,869点
・救命救急入院料１の基準を満たす
・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師

４対１
ＩＣＵ用
測定評価

～７日 8,929点

～14日 7,623点

入院料４

～３日 11,393点
・救命救急入院料２の基準を満たす
・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師

２対１
ICU用
８割

～７日 10,316点

～14日 9,046点

特定集中治療室
管理料

管理料１

～７日 13,650点 ・専任の医師が常時勤務（うち２人がICU経験５年以上）
・専任の専門性の高い常勤看護師が治療室内に週20時間以上
・専任の臨床工学技士が常時院内に勤務
・クリーンバイオルームであること

２対１

ICU用
８割

～14日 12,126点

管理料２
～７日 13,650点 ・特定集中治療室管理料１の基準を満たす

・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師～14日 12,126点

管理料３
～７日 9,361点 ・専任の医師が常時勤務

・クリーンバイオルームであること ICU用
７割

～14日 7,837点

管理料４
～７日 9,361点 ・特定集中治療室管理料３の基準を満たす

・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師～14日 7,837点

ハイケアユニット
入院医療管理料

管理料１ 6,584点
・専任の常勤医師が常時勤務
・病床数30床以下

４対１
HCU用
８割

管理料２ 4,084点 ５対１
HCU用
６割

脳卒中ケアユニット
入院医療管理料

5,804点
・神経内科・脳外科５年以上の専任の医師が常時勤務
・専任の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が配置
・病床数30床以下

３対１
一般病棟
用（Ⅰ）
測定評価

脳梗塞、
脳出血、く
も膜下出血
が８割以上35
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入院医療管理料１

ハイケアユニット

入院医療管理料２

脳卒中ケアユニット

入院医療管理料

小児特定集中

治療室管理料

新生児特定集中

治療室管理料１

新生児特定集中

治療室管理料２

母体・胎児集中

治療室管理料

新生児集中

治療室管理料

新生児治療回復室

入院医療管理料

急性期一般入院料１ 急性期一般入院料２～３ 急性期一般入院料４～７

地域一般入院料 専門病院入院基本料（７対１） 特定機能病院入院基本料（７対１）

救命救急入院料等の届出状況

36

○ 入院基本料別に、救命救急入院料等の特定入院料の届出状況をみると、以下のとおりであった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
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特定入院料の届出状況（入院基本料別）

（n=571）

（n=124）

（n=62）

（n=8）

（n=319）

（n=52）



救急体制充実加算の届出状況
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○ 救急体制充実加算は、いずれの救命救急入院料においても加算２の届出が多かった。

救急体制充実加算の届出状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
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救命救急入院料１（n=103）

救命救急入院料２（n= 16）

救命救急入院料３（n= 48）

救命救急入院料４（n= 48）

救急体制充実加算１ 救急体制充実加算２ 救急体制充実加算３ 届出なし
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（２）特定集中治療室管理料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度

・ 専門性の高い看護師の配置状況

・ 早期離床・リハビリテーション加算



【特定集中治療室用】

特定集中治療室用・ハイケアユニット用重症度、医療・看護必要度評価票

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点

１ 心電図モニターの管理 なし あり

２ 輸液ポンプの管理 なし あり

３ 動脈圧測定（動脈ライン） なし あり

４ シリンジポンプの管理 なし あり

５ 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） なし あり

６ 人工呼吸器の管理 なし あり

７ 輸血や血液製剤の管理 なし あり

８ 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテ
ル）

なし あり

９ 特殊な治療法等
（ＣＨＤＦ、ＩＡＢＰ、ＰＣＰＳ、補助人工心臓、

ＩＣＰ測定、ＥＣＭＯ）
なし あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

10 寝返り できる
何かにつかまれば

できる
できない

11 移乗 介助なし 一部介助 全介助

12 口腔清潔 介助なし 介助あり －

13 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

14 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

15
診療・療養上の指示が通じ
る

はい いいえ －

16 危険行動 ない － ある

基準

Ａ得点４点以上かつＢ得点３点以上

【ハイケアユニット用】

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点

１ 創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥
瘡の処置）

なし あり

２ 蘇生術の施行 なし あり

３ 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装
着の場合を除く）

なし あり

４ 点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり

５ 心電図モニターの装着 なし あり

６ 輸液ポンプの管理 なし あり

７ 動脈圧測定（動脈ライン） なし あり

８ シリンジポンプの管理 なし あり

９ 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） なし あり

10 人工呼吸器の管理 なし あり

11 輸血や血液製剤の管理 なし あり

12 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり

13 特殊な治療法等
（ＣＨＤＦ、ＩＡＢＰ、ＰＣＰＳ、補助人工心臓、ＩＣＰ測定、

ＥＣＭＯ）
なし あり

Ｂ 患者の状況等 ０点 １点 ２点

14 寝返り できる
何かにつかまれば

できる
できない

15 移乗 介助なし 一部介助 全介助

16 口腔清潔 介助なし 介助あり －

17 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

18 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

19
診療・療養上の指示が通じ
る

はい いいえ －

20 危険行動 ない － ある

基準

Ａ得点３点以上かつＢ得点４点以上 39



 特定集中治療室管理料を算定する患者については、入退室時の生理学的スコア（ＳＯＦＡスコア）
をＤＰＣデータの報告の対象とする。

※ 生理学的スコア（ＳＯＦＡスコア）
呼吸機能、凝固機能、肝機能、循環機能、中枢神経機能、腎機能の６項目を、５段階の点数でスコア化し、全身の臓器障害の程度を判定するもの。

 救命救急入院料１・３、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、重症度、医療・看護必要
度の測定を要件とする。（救命救急入院料１・３は特定集中治療室用を、脳卒中ケアユニット入院医療管理料は一般病棟用を用いる）

 特定集中治療室等の治療室に備えるべき装置・器具について、緊急の事態に十分対応できる場
合は、救命器具以外は他の治療室等と共有できるよう施設基準を見直す。

特定集中治療室管理料等の見直し②

生理学的スコア等の測定の要件化

治療室に備えるべき装置・器具

現行

【特定集中治療室管理料】 ［施設基準］

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治
療室内に常時備えていること。

ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸器等）
イ 除細動器 ／ ウ ペースメーカー ／ エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置 ／ カ 呼吸循環監視装置

改定後

【特定集中治療室管理料】 ［施設基準］

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治
療室内に常時備えていること。ただし、ウからカについては、当該保険
医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対
応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸器等）
イ 除細動器 ／ ウ ペースメーカー ／ エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置 ／ カ 呼吸循環監視装置

0 1 2 3 4

呼吸機能 PaO2/FiO2(mmHg) ＞400 ≦400 ≦300 ≦200 呼吸器補助下 ≦100 呼吸器補助下

凝固機能 血小板数（×103/mm2） ＞150 ≦150 ≦100 ≦50 ≦20

肝機能 ビリルビン値（mg/dL） ＜1.2 1.2-1.9 2.0-5.9 6.0-11.9 ＞12.0

循環機能 血圧低下 なし 平均動脈圧＜70mmHg
ドパミン≦5γ

あるいはドブタミン投与
（投与量は問わない）

ドパミン＞5γ
あるいはエピネフリン≦0.1γ

あるいはノルエピネフリン≦0.1γ

ドパミン＞15γ
あるいはエピネフリン＞0.1γ

あるいはノルエピネフリン＞0.1γ

中枢神経機能 Glasgow Coma Scale 15 13-14 10-12 6-9 ＜6

腎機能
クレアチニン値
（mg/dL）

＜1.2 1.2-1.9 2.0-3.4
3.5-4.9

あるいは尿量500ml/日未満
＞5.0

あるいは尿量200ml/日未満

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㊶ （４）その他

40



重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の比較（H30／H31）

41出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

※届出区分無回答のものは除く
※平成30年と平成31年の両方を回答したもののみ集計

○ 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、平成30年と平成31年のいずれも
回答した施設の平均をみると、大きな差はみられなかった。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

（％）
38.2 

85.0 

41.9 

88.3 

93.8 

95.1 

89.3 

87.7 

93.2 

84.5 

59.1 

29.9 

85.5 

37.5 

88.2 

95.0 

93.9 

88.6 

89.6 

92.9 

84.0 

75.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

救命救急入院料１（n= 37）

救命救急入院料２（n= 11）

救命救急入院料３（n= 13）

救命救急入院料４（n= 28）

特定集中治療室管理料１（n= 49）

特定集中治療室管理料２（n= 31）

特定集中治療室管理料３（n=114）

特定集中治療室管理料４（n= 28）

ハイケアユニット入院医療管理料１（n=204）

ハイケアユニット入院医療管理料２（n= 10）

脳卒中ケアユニット入院医療管理料（n= 42）

平成30年３月 平成31年３月

救命救急入院料及び特定集中治療室管理料においては「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」、
ハイケアユニット入院医療管理料においては「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」、
脳卒中ケアユニット入院医療管理料においては「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」を使用。



42出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

救命救急入院料の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（H30／H31）

救命救急入院料１ 救命救急入院料２

救命救急入院料３ 救命救急入院料４

n=37 n=11

n=13 n=28

※届出区分無回答のものは除く
※平成30年と平成31年の両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、救命救急入院料においては、施設に
よってばらつきがみられた。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合の分布
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

□平成30年３月 □平成31年３月

0
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43出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

特定集中治療室管理料の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（H30／H31）

特定集中治療室管理料１
n=49 n=31

n=114 n=28

※届出区分無回答のものは除く
※平成30年と平成31年の両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、特定集中治療室管理料においては、
改定前も改定後も90％後半に多く分布していた。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合の分布
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

□平成30年３月 □平成31年３月

特定集中治療室管理料２

特定集中治療室管理料３ 特定集中治療室管理料４

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14
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44出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

ハイケアユニット入院医療管理料等の重症度、医療・看護必要度の該当患者割合（H30／H31）

ハイケアユニット入院医療管理料１ n=204 n=10

n=42

※届出区分無回答のものは除く
※平成30年と平成31年の両方を回答したもののみ集計

施
設
数

該当患者割合

（施設）

○ 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の分布をみると、ハイケアユニット入院医療管理料１
においては、改定前も改定後も90％後半に多く分布していた。

改定前後における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合の分布
（平成30年・平成31年のいずれも回答した施設の比較）

□平成30年３月 □平成31年３月

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

ハイケアユニット入院医療管理料２

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



45

（２）特定集中治療室管理料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度

・ 専門性の高い看護師の配置状況

・ 早期離床・リハビリテーション加算



特定集中治療室管理料等の見直し①
平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㊵ （４）その他

 特定集中治療室管理料１及び２の施設基準に、専門性の高い看護師の配置の要件を設ける。
［特定集中治療室１、２の施設基準］
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修
了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。

［経過措置］
平成30年３月31日において、現に特定集中治療室管理料１又は２に係る届出を行っている保険医療機関については、
① 平成31年３月31日までの間に限り、当該規定を満たしているものとする。
② 平成32年３月31日までの間は、特定集中治療室等において６年以上の勤務経験を有する看護師が配置されていれば、当該規定を満たしている
ものとする。

専門性の高い看護師の配置の要件化

46

【施設基準通知】

集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５
年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適
切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内
に週20 時間以上配置すること。ここでいう「適切な研修」
とは、国又は医療関係団体等が主催する600 時間以上
の研修（修了証が交付されるもの）であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的
な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修
であること。

【疑義解釈】 平成30年３月30日（その１）

（問106） 特定集中治療室管理料１及び２の施設基準で求める「集中治療を必要とする患
者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。

（答）現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修
② 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修
③ 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修
④ 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修
⑤ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師
教育課程

⑥ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関に
おいて行われる「呼吸器（気道確保に係るもの）関連」「呼吸器（人工呼吸療法に係る
もの）関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤
投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛管理関連」「循環器関連」「精
神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の８区分の研修

なお、⑥については、８区分全ての研修が修了した場合に該当する。



専門性の高い看護師の配置状況

47

○ 救命救急入院料及び特定集中治療室管理料における専門性の高い看護師の配置状況をみると、
配置が要件である特定集中治療室管理料１及び２では、約９割の施設で配置されていた。

専門性の高い看護師の配置状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

54.8%

81.8%

55.6%

86.2%

90.0%

93.8%

67.8%

78.6%

45.2%

18.2%

44.4%

13.8%

10.0%

6.3%

32.2%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

救命救急入院料１（n= 84）

救命救急入院料２（n= 11）

救命救急入院料３（n= 36）

救命救急入院料４（n= 29）

特定集中治療室管理料１（n=50）

特定集中治療室管理料２（n= 32）

特定集中治療室管理料３（n=115）

特定集中治療室管理料４（n= 28）

配置あり 配置なし

※「専門性の高い看護師」とは、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師を指す。



専門性の高い看護師の配置人数

48

○ 専門性の高い看護師の配置が要件である特定集中治療室管理料１及び２では、配置人数は平均
２人弱であった。

専門性の高い看護師の配置人数

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）
※「専門性の高い看護師」とは、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師を指す。

71.1%

55.6%

35.0%

52.0%

51.1%

50.0%

76.6%

59.1%

17.8%

33.3%

20.0%

28.0%

37.8%

36.7%

20.8%

9.1%

4.4%

35.0%

11.1%

6.7%

2.6%

22.7%

4.4%

11.1%

10.0%

8.0%

6.7%

2.2%

4.0%
8.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

救命救急入院料１（n=45）

救命救急入院料２（n= 9）

救命救急入院料３（n=20）

救命救急入院料４（n=25）

特定集中治療室管理料１（n=45）

特定集中治療室管理料２（n=30）

特定集中治療室管理料３（n=77）

特定集中治療室管理料４（n=22）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上

1.49 人

1.67 人

2.20 人

2.12 人

1.60 人

1.70 人

1.26 人

2.59 人

【平均】



専門性の高い看護師の配置時間数

49

○ 専門性の高い看護師の配置が要件である特定集中治療室管理料１及び２では、専門性の高い
看護師１名当たりの配置時間数は、１週間当たり平均40時間弱であった。

専門性の高い看護師１名当たり配置時間数

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）
※「専門性の高い看護師」とは、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師を指す。

（延べ時間数を配置人数で割った時間数）

7.0%

10.0%

8.0%

1.4%

2.3%

5.0%

4.0%

9.1%

6.9%

5.6%

4.8%

9.3%

10.0%

13.6%

13.8%

7.0%

4.8%

65.1%

88.9%

35.0%

56.0%

43.2%

34.5%

57.7%

66.7%

16.3%

35.0%

24.0%

31.8%

44.8%

23.9%

19.0%

11.1%

5.0%

8.0%

2.3%

4.2%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

救命救急入院料１（n=43）

救命救急入院料２（n= 9）

救命救急入院料３（n=20）

救命救急入院料４（n=25）

特定集中治療室管理料１（n=44）

特定集中治療室管理料２（n=29）

特定集中治療室管理料３（n=71）

特定集中治療室管理料４（n=21）

10時間未満 10時間～ 20時間～ 30時間～ 40時間～ 50時間～ 60時間～ 70時間～ 80時間～ 90時間～ 100時間～

33.8時間

43.9 時間

37.8 時間

42.0 時間

37.6 時間

35.6 時間

39.8 時間

41.4 時間

【平均】



専門性の高い看護師の配置による効果

50

○ 専門性の高い看護師の配置による効果をみると、「患者ケアの向上」「患者アウトカムの向上
への寄与」「チーム医療の推進」と回答した施設が多かった。

専門性の高い看護師の配置による効果

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）
※「専門性の高い看護師」とは、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師を指す。

100.0%

80.4%

89.1%

32.6%

10.9%

100.0%

77.8%

88.9%

33.3%

0.0%

100.0%

90.0%

100.0%

50.0%

15.0%

100.0%

80.0%

96.0%

32.0%

16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者ケアの向上

患者アウトカムの向上への寄与

チーム医療の推進

効率的なベッドコントロール

その他

救命救急入院料１（n=46）

救命救急入院料２（n=9）

救命救急入院料３（n=20）

救命救急入院料４（n=25）

97.8%

77.8%

93.3%

44.4%

11.1%

100.0%

73.3%

93.3%

30.0%

3.3%

97.4%

70.5%

85.9%

38.5%

7.7%

100.0%

90.9%

95.5%

54.5%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特定集中治療室管理料１（n=45）

特定集中治療室管理料２（n=30）

特定集中治療室管理料３（n=78）

特定集中治療室管理料４（n=22）

救命救急入院料 特定集中治療室管理料

（複数回答）



51※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）
※「専門性の高い看護師」とは、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を５年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師を指す。

救命救急入院料 特定集中治療室管理料

専門性の高い看護師を配置していない理由

○ 専門性の高い看護師を配置していない理由をみると、配置が要件である特定集中治療室管理料
１及び２では、すべての施設が「経過措置に当てはまるため」と回答した。

専門性の高い看護師を配置していない理由

54.1%

0.0%

32.4%

10.8%

24.3%

21.6%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

66.7%

6.7%

6.7%

6.7%

6.7%

33.3%

50.0%

0.0%

25.0%

25.0%

0.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設基準の要件になっておらず、配置の必要性がないため

専門性の高い看護師が産前産後・育児・介護休業中であるため

看護師の研修受講が困難であるため

専門性の高い看護師を募集しても応募がないため

経過措置（＊）に当てはまるため

その他

救命救急入院料１（n=37）

救命救急入院料２（n=2）

救命救急入院料３（n=15）

救命救急入院料４（n=4）

0.0%

0.0%

40.0%

20.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

50.0%

43.2%

5.4%

29.7%

16.2%

27.0%

18.9%

50.0%

0.0%

33.3%

33.3%

33.3%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特定集中治療室管理料１（n=5）

特定集中治療室管理料２（n=2）

特定集中治療室管理料３（n=37）

特定集中治療室管理料４（n=6）

＊経過措置：令和２年３月31日までの間
は特定集中治療室等において６年以上
の勤務経験を有する看護師が配置され
ていれば基準を満たす

（複数回答）



52

（２）特定集中治療室管理料等

・ 入院料の届出状況

・ 重症度、医療・看護必要度

・ 専門性の高い看護師の配置状況

・ 早期離床・リハビリテーション加算



特定集中治療室管理料等の見直し①
平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㊵ （４）その他

 特定集中治療室における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価を新設する。

(新) 早期離床・リハビリテーション加算 500点（１日につき）

ＩＣＵにおける多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価

［算定要件］
① 特定集中治療室入室後早期から離床に向けた取組が行われ
た場合に、14日を限度として所定点数に加算する。

② 特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等の多職種と
早期離床・リハビリテーションに係るチームとによる総合的な離
床の取組を行う。

1) チームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の各種機能
の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について関係学会の
指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。

2) 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学
技士等が、チームと連携し、当該患者がICUに入室後48時間以内に、当該
計画に基づく早期離床の取組を開始する。

3) チームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。

［施設基準］
① 特定集中治療室内に、以下から構成される早期離
床・リハビリテーションに係るチームを設置すること。

1) 集中治療の経験を５年以上有する専任の医師
2) 集中治療に関する経験５年以上及び適切な研修を修了した専
任の常勤看護師

3) 特定集中治療室等を届け出ている病院において５年以上の経
験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

② 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーショ
ンに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。

③ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リ
ハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に
係る届出を行っている保険医療機関であること。

53



早期離床・リハビリテーション加算の届出状況

54

○ 特定集中治療室管理料における早期離床・リハビリテーション加算の届出状況をみると、管理料
１・３・４では約５割、管理料２では約８割が届出ていた。

早期離床・リハビリテーション加算の届出状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

56.0%

78.8%

49.2%

55.2%

44.0%

21.2%

50.8%

44.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定集中治療室管理料１（n= 50）

特定集中治療室管理料２（n= 33）

特定集中治療室管理料３（n=118）

特定集中治療室管理料４（n= 29）

届出あり 届出なし



早期離床・リハビリテーション加算の算定患者数

55

○ 早期離床・リハビリテーション加算の１か月の算定患者数は平均30人前後であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

39.3%

50.0%

50.0%

50.0%

17.9%

23.1%

25.9%

12.5%

25.0%

7.7%

17.2%

18.8%

10.7%

15.4%

5.2%

12.5%

7.1%

3.8%

1.7%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定集中治療室管理料１（n= 28）

特定集中治療室管理料２（n= 26）

特定集中治療室管理料３（n=58）

特定集中治療室管理料４（n= 16）

20人未満 20人～ 40人～ 60人～ 80人～

※平成31年３月の１か月間

36.6人

37.4 人

25.2 人

38.8 人

【平均】

早期離床・リハビリテーション加算の算定患者数



早期離床・リハビリテーション加算の算定回数

56

○ 早期離床・リハビリテーション加算の１か月の算定回数は平均70～100回程度であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票） ※平成31年３月の１か月間

早期離床・リハビリテーション加算の算定回数

25.0%

48.0%

44.8%

50.0%

14.3%

4.0%

8.6%

7.1%

4.0%

3.4%

6.3%

7.1%

8.0%

10.3%

12.5%

3.6%

6.9%

7.1%

4.0%

6.9%

10.7%

12.0%

6.9%

12.5%

25.0%

20.0%

12.1%

18.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定集中治療室管理料１（n= 28）

特定集中治療室管理料２（n= 25）

特定集中治療室管理料３（n=58）

特定集中治療室管理料４（n= 16）

40回未満 40回～ 60回～ 80回～ 100回～ 120回～ 140回～ 160回～

102.7回

88.6 回

72.4 回

117.5 回

【平均】



早期離床・リハビリテーション加算の届出による効果

57

○ 早期離床・リハビリテーション加算の届出による効果をみると、「計画的な離床の取組み実施」
「チーム医療の推進」「患者ケアの質の向上」と回答した施設が多かった。

早期離床・リハビリテーション加算の届出による効果

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

40.7%

85.2%

44.4%

51.9%

96.3%

88.9%

33.3%

0.0%

53.8%

80.8%

46.2%

50.0%

88.5%

92.3%

38.5%

7.7%

46.6%

86.2%

50.0%

50.0%

84.5%

81.0%

46.6%

5.2%

56.3%

93.8%

50.0%

56.3%

93.8%

100.0%

62.5%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人工呼吸器の早期抜管

計画的な離床の取組み実施

治療室の在室日数の短縮化

スムーズな転室、転棟、転院

チーム医療の推進

患者ケアの質の向上

早期離床への取組みの重要性に対する患者・家族等からの理解促進

その他

特定集中治療室管理料１（n=27）

特定集中治療室管理料２（n=26）

特定集中治療室管理料３（n=58）

特定集中治療室管理料４（n=16）

（複数回答）



早期離床・リハビリテーション加算を届出ていない理由

58

○ 早期離床・リハビリテーション加算を届出ていない理由をみると、「早期離床・リハビリテー
ションに係る理学療法士、作業療法士を確保できないため」が多かった。

早期離床・リハビリテーション加算を届出ていない理由

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（治療室票）

40.9%

36.4%

50.0%

13.6%

4.5%

18.2%

28.6%

42.9%

57.1%

28.6%

14.3%

28.6%

35.6%

39.0%

35.6%

20.3%

0.0%

32.2%

7.7%

23.1%

46.2%

15.4%

0.0%

15.4%

0% 20% 40% 60%

早期離床・リハビリテーションに係る専任の医師を確保できないため

早期離床・リハビリテーションに係る研修を修了した専任の看護師を確保できないため

早期離床・リハビリテーションに係る理学療法士、作業療法士を確保できないため

早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すことが困難なため

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリ

テーション料を届出ていないため

その他

特定集中治療室管理料１（n=22）

特定集中治療室管理料２（n=7）

特定集中治療室管理料３（n=59）

特定集中治療室管理料４（n=13）

（複数回答）



2019年度調査結果（速報）概要

59

（１）一般病棟入院基本料等

（２）特定集中治療室管理料等

（３）療養病棟入院基本料

（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項



60

（３）療養病棟入院基本料

・ 入院料の届出状況

・ 医療区分・ＡＤＬ区分

・ ＡＣＰの取組



61

療養病棟入院料１ 療養病棟入院料２
経過措置１

（療養病棟入院基本料「注11」に
規定される点数）

経過措置２
（療養病棟入院基本料「注11」に

規定される点数）

看護職員※ 20対1以上
（医療法上の４：１）

25対1以上 30対１以上

看護補助者※ 20対1以上
（医療法上の４：１）

25対1以上

医療区分２・３
該当患者割合

８割以上 ５割以上

データ提出 200床以上の病院は必須

点数

医療区分１
800点～ 967点
医療区分２

1,215点～1,412点
医療区分３

1,454点～1,810点

医療区分１
735点～ 902点
医療区分２

1,151点～1,347点
医療区分３

1,389点～1,745点

療養病棟入院料２の
90／100を算定

療養病棟入院料２の
80／100を算定

療養病棟入院基本料の概要



80％

看護職員配置
25対１

（20対１を満た
さない）
又は
（医療区分２･３
患者割合50％
を満たさない）

看護職員配
置30対１

（25対１を満た
さない）

経過措置１
療養病棟入院料２
の90／100を算定

経過措置２
療養病棟入院料２
の80／100を算定

療養病棟入院料２ 療養病棟入院料１

区分A～I
1,810～800点

区分A～I
1,745～735点

療養病棟入院基本料

50％

【基本部分】
看護職員配置 20対１

【実績部分】
・医療区分２・３該当患者割合

再
編

療養病棟入院基本料

看護職員配置
20対１

医療区分２・３患
者割合
80％

療養２ 療養１

（25対１を満
たさない）

又は

（医療区分
２・３患者割
合50％を満
たさない）

経過措置
療養２の95／100
を算定

看護職員配置
25対１

医療区分２・３
患者割合
50％

区分A～I
1,810～800点

区分A～I
1,745～735点

【現行】 【平成30年度改定】

療養病棟入院基本料の再編・統合のイメージ

62

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㉙ （３）長期療養

上記の対応関係にある病棟については、平成30年9月30日までの間は、施設基準を満たしているものとみなす。



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

医療機関の開設者別の割合

63

○ 療養病棟入院基本料の調査回答施設について、医療機関の開設者別の割合は、以下のとおりで
あった。

出典：保険局医療課調べ（平成30年7月1日時点）

療養病棟入院料１

(n=508)

療養病棟入院料２

(n=101)

回答施設の状況①（療養病棟入院基本料）

国立…国、国立病院機構、国立大学法人、労働者健康安全機構等
公立…都道府県、市町村等 公的…日赤、済生会等
社保…健保組合、共催組合、国保組合等

0.2%

0.0%

3.5%

13.9%

4.1%

1.0%

0.2%

0.0%

74.4%

65.3%

15.2%

13.9%

2.4%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国立 公立 公的 社保 医療法人 その他法人 個人

療養病棟入院料１

(n=2440)

療養病棟入院料２

(n=539)

0.1%

0.0%

3.6%

12.2%

2.0%

1.7%

0.2%

0.0%

83.6%

76.4%

8.0%

6.1%

2.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国立 公立 公的 社保 医療法人 その他法人 個人

（参考） 療養病棟入院基本料届出医療機関
全体における開設者別の割合



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 64
(n=477) (n=94)

回答施設の状況②（療養病棟入院基本料）

（参考）療養病棟入院基本料届出医療機関
全体における許可病床数別の分布

出典：保険局医療課調べ（平成30年７月１日時点）

許可病床数別の分布

○ 療養病棟入院基本料の調査回答施設について、許可病床数別の分布は、以下のとおりであった。
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0.4%
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療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

介護医療院へ転換

上記以外へ転換

改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届けていた病棟の

令和元年６月１日時点での当該病棟の状況 （n=685（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届出ていた病棟について、令和元年６月１日時点の状況を
みると、療養病棟入院料１を届出ている病棟が最も多かった。

改定前に療養病棟（20対１）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（20対１）を届出ていた425施設の調査結果

※改定前に療養病棟（20対１）を届出ていると回答があった病床数は31,088床であり、改定後の病床数の合計は30,912床であった。

※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2019年度調査
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療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

上記以外へ転換

改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届けていた病棟の

平成30年11月１日時点での当該病棟の状況 （n=463（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料１（20対１）を届出ていた病棟について、平成30年11月1日時点の状況を
みると、療養病棟入院料１を届出ている病棟が最も多かった。

改定前に療養病棟（20対１）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（20対１）を届出ていた285施設の調査結果

※改定前に療養病棟（20対１）を届出ていると回答があった病床数は19,418床であり、改定後の病床数の合計は19,424床であった。

※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2018年度調査
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

介護医療院へ転換

上記以外へ転換

改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届けていた病棟の

令和元年６月１日時点での当該病棟の状況 （n=175（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届出ていた病棟について、令和元年６月１日時点の状況を
みると、療養病棟入院料２を届出ている病棟が最も多かった。

○ 次いで、療養病棟入院料１、療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている病棟が多かった。

改定前に療養病棟（25対１）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（25対１）を届出ていた130施設の調査結果

※改定前に療養病棟（25対１）を届出ていると回答があった病床数は7,763床であり、改定後の病床数の合計は7,864床であった。
※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2019年度調査



出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票） 68

21.0%

57.0%

18.0%

1.0%

2.0%

15.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

上記以外へ転換

改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届けていた病棟の

平成30年11月１日時点での当該病棟の状況 （n=100（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料２（25対１）を届出ていた病棟について、平成30年11月1日時点の状況を
みると、療養病棟入院料２を届出ている病棟が最も多かった。

○ 次いで、療養病棟入院料１、療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている病棟が多かった。

改定前に療養病棟（25対１）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（25対１）を届出ていた88施設の調査結果

診調組 入－１改
元 ． ６ ． ７

※改定前に療養病棟（25対１）を届出ていると回答があった病床数は4,149床であり、改定後の病床数の合計は4,148床であった。
※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2018年度調査
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療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

療養病棟入院基本料 経過措置２を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

介護医療院へ転換

改定前に療養病棟入院基本料（経過措置）を届けていた病棟の

令和元年６月１日時点での当該病棟の状況 （n=41（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料（経過措置）を届出ていた病棟について、令和元年６月１日時点の状況
をみると、療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟が最も多かった。

○ 次いで、療養病棟入院料１を届出ている病棟が多かった。

改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていた34施設の調査結果

※改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていると回答があった病床数は1,617床であり、改定後の病床数の合計は1,525床であった。

※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2019年度調査
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療養病棟入院料１を届出

療養病棟入院料２を届出

療養病棟入院基本料 経過措置１を届出

療養病棟入院基本料 経過措置２を届出

回復期リハビリテーション病棟入院料の病棟へ転換

地域包括ケア病棟入院料の病棟へ転換

一部を地域包括ケア入院医療管理料の病室へ転換

介護医療院へ転換

改定前に療養病棟入院基本料（経過措置）を届けていた病棟の

平成30年11月１日時点での当該病棟の状況 （n=30（病棟数））

○ 改定前に療養病棟入院基本料（経過措置）を届出ていた病棟について、平成30年11月1日時点の状況
をみると、療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟が最も多かった。

○ 次いで、療養病棟入院料１を届出ている病棟が多かった。

改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていた病棟の状況

※改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていた26施設の調査結果

※改定前に療養病棟（経過措置）を届出ていると回答があった病床数は1,458床であり、改定後の病床数の合計は1,513床であった。

※病棟・病室の再編・統合の影響のため、合計値が100%を上回っている。

2018年度調査
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介護保険施設等へ転換することで、地域のニーズに

応えられなくなる懸念があるため

看護職員配置20対1を満たす看護職員の確保が困

難であるため

看護補助職員配置20対1を満たす看護補助職員の

確保が困難であるため

医療区分2・3の該当患者割合5割を満たすことが困

難であるため

療養病棟入院料１と療養病棟入院料２を同時に届出

ることができなくなったため

介護保険施設等へ転換することで、職員のモチベー

ションが低下するため

介護保険施設等へ転換することで、職員の負担が増

加する懸念があるため

その他
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介護保険施設等へ転換することで、地域のニーズに

応えられなくなる懸念があるため

看護職員配置20対1を満たす看護職員の確保が困

難であるため

看護補助職員配置20対1を満たす看護補助職員の

確保が困難であるため

医療区分2・3の該当患者割合5割を満たすことが困

難であるため

療養病棟入院料１と療養病棟入院料２を同時に届

出ることができなくなったため

介護保険施設等へ転換することで、職員のモチベー

ションが低下するため

介護保険施設等へ転換することで、職員の負担が

増加する懸念があるため

その他

○ 療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている医療機関に、届出ている理由を聞くと、「医療区分２・３の
該当患者割合５割を満たすことが困難であるため」が最も多かった。

療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている理由

療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている理由
（最も該当するもの）

療養病棟入院基本料経過措置１を届出ている理由
（複数回答）（n=29（施設数）） （n=29（施設数））



○ 療養病棟入院料１を届出ている病棟のうち、9.5%が他の病棟等への転換の意向があった。
移行先としては、地域包括ケア病棟、介護医療院の順に多かった。

療養病棟入院料１を届出ている病棟の今後の届出の意向

4.0%
(19)

86.0%
(413)

1.0%
(5)

8.5%
(41)

0.4%
(2)
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療養病棟入院料１を届出ている病棟の今後の届出の意向
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全部を転換

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料１
（480施設）
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療養病棟経過措置１

療養病棟入院料２

現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟・施設（複数回答）

（施設数）

2019年度調査



○ 療養病棟入院料１を届出ている病棟のうち、7.5%が他の病棟等への転換の意向があった。
移行先としては、地域包括ケア病棟、介護医療院の順に多かった。

療養病棟入院料１を届出ている病棟の今後の届出の意向
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出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料１
（307施設）
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現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟・施設（複数回答）

（施設数）

2018年度調査



○ 療養病棟入院料２を届出ている病棟のうち、21.9%が他の病棟等への転換の意向があった。移行
先としては、介護医療院、療養病棟入院料１の順に多かった。

療養病棟入院料２を届出ている病棟の今後の届出の意向
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全部を転換

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料２
（96施設）
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現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟・施設（複数回答）

（施設数）

2019年度調査



○ 療養病棟入院料２を届出ている病棟のうち、26.2%が他の病棟等への転換の意向があった。移行
先としては、介護医療院、療養病棟入院料１の順に多かった。

療養病棟入院料２を届出ている病棟の今後の届出の意向
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出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料２
（65施設）
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現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟・施設（複数回答）

（施設数）

2018年度調査



○ 療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟のうち、44.7%が他の病棟等への転換の意向があっ
た。移行先としては、療養病棟入院料１、介護医療院、療養病棟入院料２の順に多かった。

療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟の今後の届出の意向
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削減

一部を転換

全部を転換

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料
経過措置１
（47施設）

76

2

1

7

4

5

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

未定

その他

介護医療院

地域包括ケア病棟

療養病棟入院料２

療養病棟入院料１

現在届出ている入院基本料から転換を検討している病棟・施設（複数回答）

（施設数）

2019年度調査



○ 療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟のうち、60.6%が他の病棟等への転換の意向があっ
た。移行先としては、介護医療院、療養病棟入院料１・療養病棟入院料２の順に多かった。

療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟の今後の届出の意向

0.0%
(0)

36.4%
(12)

3.0%
(1)

60.6%
(20)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

療養病棟入院料経過措置１を届出ている病棟の今後の届出の意向

増床

現状を維持

削減

転換

出典：平成30年度入院医療等の調査（施設票）

療養病棟入院料
経過措置１
（33施設）
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（施設数）

2018年度調査
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（３）療養病棟入院基本料

・ 入院料の届出状況

・ 医療区分・ＡＤＬ区分等

・ ＡＣＰの取組



【施設基準】
①看護配置：２０：１以上 ②医療区分２・３の患者が８割以上

療養病棟入院料 １ 療養病棟入院料 ２
【施設基準】
①看護配置２０：１以上 ②医療区分２・３の患者が５割以上

医
療
区
分
３

【疾患・状態】
・スモン
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態（他に医療区分２又は３に該当する項目
がある場合）
【医療処置】
・２４時間持続点滴 ・中心静脈栄養 ・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 ・感染隔離室における管理
・酸素療法（常時流量３L/分以上を必要とする状態等）

医
療
区
分
２

【疾患・状態】
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患
・その他の難病（スモンを除く）
・脊髄損傷（頸髄損傷） ・慢性閉塞性肺疾患（COPD）
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 ・脱水かつ発熱を伴う状態
・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創
・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態（原因・治療方針を医師を含め検討）
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態（他に医療区分２又は３に該当する項目
がない場合）
【医療処置】
・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引（１日８回以上）
・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査
・創傷（皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置）
・酸素療法（医療区分３に該当するもの以外のもの）

医療区分１ 医療区分２・３に該当しない者

医療区分

項目 支援のレベル

a ベッド上の可動性 ０～６

b 移乗 ０～６

C 食事 ０～６

d トイレの使用 ０～６

（合計点） ０～２４

ADL区分

当日を含む過去３日間の全勤務帯における患者に対する支援の
レベルについて，下記の４項目に０～６の範囲で最も近いものを記
入し合計する。
新入院（転棟）の場合は，入院（転棟）後の状態について評価する。
（ ０．自立、１．準備のみ、２．観察、３．部分的援助、
４．広範な援助、５．最大の援助、６．全面依存 ）

ADL区分３： 23点以上
ADL区分２： 11点以上～23点未満
ADL区分１： 11点未満

療養病棟入院基本料について

医療区分３ 医療区分２ 医療区分１

ＡＤＬ区分３ １，７４５点 １，３４７点 ９０２点

ＡＤＬ区分２ １，６９１点 １，３２０点 ８５４点

ＡＤＬ区分１ １，４０３点 １，１６５点 ７５０点

医療区分３ 医療区分２ 医療区分１

ＡＤＬ区分３ １，８１０点 １，４１２点 ９６７点

ＡＤＬ区分２ １，７５５点 １，３８４点 ９１９点

ＡＤＬ区分１ １，４６８点 １，２３０点 ８１４点
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9.6%

31.9%

54.5%
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35.9%

20.4%
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療養病棟入院料１

療養病棟入院料２

医療区分１

医療区分２

医療区分３

出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票） 80

入院患者の医療区分

○ 入院患者の医療区分をみると、区分２・３の患者は、療養病棟入院料１では全体のおよそ９割、療養病
棟入院料２では全体のおよそ７割を占めた。

(n=8,537)

(n=1,085)

療養病棟入院患者の医療区分

参考：平成29年度調査

(n=19,006)

(n=2,806)

10.5%

35.4%

52.4%

45.6%

37.1%

19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

療養病棟入院料１

療養病棟入院料２

医療区分１

医療区分２

医療区分３



各病棟における医療区分２・３患者の占める割合の分布

出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票） 81

○ 療養病棟入院料１を届出ている病棟において、医療区分２・３の該当患者の占める割合の分布をみると、95%以上が
最も多かった。

○ 療養病棟入院料２を届出ている病棟において、医療区分２・３の該当患者の占める割合の分布をみると、50%以上60%
未満、70%以上80％未満が多かった。

各病棟における医療区分２・３の該当患者の占める割合の分布

(n=453)

(n=71)

※医療区分２・３の該当患者割合は、療養病棟入院料１は
８割以上、療養病棟入院料２は５割以上が要件

（病棟数）
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 療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算に関する施設基準について、一般病棟等から当該入院基本
料を算定する病棟に入院し、在宅に退院した患者の割合の基準値を引き上げるとともに、評価を見直す。

改定後現行

療養病棟における評価の見直し

 療養病棟入院基本料の医療区分３の評価項目のうち、「医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実
施している状態」について、以下のように見直す。

医療区分の判定方法の見直し

療養病棟における在宅復帰機能強化加算の見直し

現行

【医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態】
［算定要件］
少なくとも連続して 24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあるこ
と。（初日を含む。）動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタル
サインが、少なくとも４時間以内の間隔で観察されていること。なお、医師
による治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。

改定後

【医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態】
［算定要件］
少なくとも連続して 24時間以上「項目の定義」に該当する状態にあること。
（初日を含む。）動脈血酸素飽和度、血圧、心電図、呼吸等のバイタルサ
インが、少なくとも４時間以内の間隔で観察されていること。なお、医師に
よる治療方針に関する確認が行われていない場合は該当しない。なお、
当該項目は、当該項目を除く医療区分３又は医療区分２の項目に、１つ
以上の該当項目がある場合に限り医療区分３として取り扱うものとし、そ
れ以外の場合は医療区分２として取り扱うものとする。

在宅に退院した患者（再入院患者及び死亡退院を除く）

当該病棟から退院した患者
≧５割

（再入院患者、死亡退院及び急性増悪で転院した患者を除く）

在宅に退院した患者（再入院患者及び死亡退院を除く）

当該病棟から退院した患者 ≧５割

（再入院患者、死亡退院及び急性増悪で転院した患者を除く）

自院又は他院の一般病棟等から当該病棟に入院し、
在宅に退院した１年間の患者数

当該病棟の１日平均入院患者数
≧100分の10

自院又は他院の一般病棟等から当該病棟に入院し、
在宅に退院した１年間の患者数

当該病棟の１日平均入院患者数
≧100分の15 

82
⇒ 患者１人１日につき、50点を所定点数に加算する⇒ 患者１人１日につき、10点を所定点数に加算する

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㉜ （３）長期療養



出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 83

(n=509)

療養病棟入院料１のうち在宅復帰機能強化加算を算定する病棟

○ 療養病棟入院料１の届出病棟のうち、在宅復帰機能強化加算を算定する病棟の割合は、全体の３分の
１程度であった。

参考：平成30年度調査

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

在宅復帰機能強化加算の届出状況

(n=322)

27.6% 72.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34.0% 66.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



○ 在宅復帰機能強化加算の届出をしている医療機関については、在宅復帰率が５割以上の医
療機関が多かった。

○ 在宅復帰機能強化加算の届出をしていない医療機関については、在宅復帰率が５割以上の
医療機関が一定数存在していた。

療養病棟入院料１を届出ている病棟の在宅復帰率
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在宅復帰機能強化加算の届出をしている病棟 在宅復帰機能強化加算の届出をしていない病棟

（n=295 （病棟） ）
出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票） ※ 平成31年１月～３月の３か月間で集計

在宅に退院した患者（再入院患者及び死亡退院を除く）

当該病棟から退院した患者
≧５割

（再入院患者、死亡退院及び急性増悪で転院した患者を除く）

（n=150（病棟））

（施設数）
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※ 直近６月間で算出する

100



○ 在宅復帰機能強化加算を届出ている病棟について、20%以上25%未満にピークが見られた。

一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合

0

10

20

30

40

50

60

70

80

一般病棟等から入院し、自宅等に退院した年間の患者割合

在宅復帰機能強化加算を届出ている病棟 在宅復帰機能強化加算の届出ていない病棟

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） ※平成30年4月～平成31年3月の１年間の値

（n=154（施設）） （n=320（施設））

（施設数）

自院又は他院の一般病棟等から当該病棟に入院し、
在宅に退院した１年間の患者数

当該病棟の１日平均入院患者数
≧100分の15
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※ １年間で算出する

140
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（３）療養病棟入院基本料

・ 入院料の届出状況

・ 医療区分・ＡＤＬ区分

・ ＡＣＰの取組



 地域包括ケア病棟入院料及び療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算について、急性期医
療を担う一般病棟からの患者の受入れと、在宅からの受入れを分けて評価する。

改定後

【急性期病棟から受入れた患者】
当該病棟（地域包括ケア病棟にあっては、又は病室）に入院している患者
のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患
者又は当該保険医療機関（急性期医療を担う保険医療機関に限る。）の
一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算し
て14日を限度として、急性期患者支援（療養）病床初期加算として、１日に
つき150点（療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、１日につき
300点）を所定点数に加算する。

【在宅から受入れた患者】
当該病棟（地域包括ケア病棟にあっては、又は病室）に入院している患者
のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者に対し、治療方
針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合
に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援（療養）病床
初期加算として、１日につき300点（療養病棟入院基本料を算定する場合
にあっては、１日につき350点）を所定点数に加算する。

現行

当該病棟（地域包括ケア病棟入院料を算定する場合にあっては、又は病
室）に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の
一般病棟から転院した患者、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者又は
当該保険医療機関（急性期医療を担う保険医療機関に限る。）の一般病
棟から転棟した患者については、転院、入院又は転棟した日から起算し
て14日を限度として、救急・在宅等支援（療養）病床初期加算として、１日
につき 150点（療養病棟入院基本料１を算定する場合にあっては、１日に
つき300点）を所定点数に加算する。

救急・在宅等支援病床初期加算等の見直し

 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１及び３の施設基準において、病棟の特
性を踏まえ、医療機関での看取りの方針を定めておくことを規定する。

治療方針に関する患者・家族の意思決定に対する支援を行う体制の構築

救急・在宅支援病床初期加算の見直し

［施設基準］

（新設） 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏ま
え、看取りに関する指針を定めていること。

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㉝ （３）長期療養
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22.3%

23.9%

18.6%

26.0%

36.1%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対応方針に基づく説明に当たり、患者・家族が抵抗

感を示す

対応方針に基づく対応に手間がかかる

対応方針に基づく対応に当たり職員が不足している

入棟前に看取りにかかる説明がされていない

特に困難と考えられる事項はない

その他

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票） 88

51.6%

44.1%

55.7%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・患者とのコミュニケーションが増えた

患者の意思の確認がスムーズになった

患者・家族の看取りに対する理解が深まった

その他

○ 適切な看取りに対する指針の策定によりもたらされている効果として、「患者・家族の看取りに対する理
解が深まった」が多かった。

看取りに対する指針

適切な看取りに対する指針の策定によりもたらされている効果
（複数回答）

適切な看取りに対する指針の実行にあたり困難と
考えられる事項

（n=574（病棟数）） （n=574（施設数））
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（１）一般病棟入院基本料等

（２）特定集中治療室管理料等
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（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項
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総合入院体制加算１ 総合入院体制加算２ 総合入院体制加算３

共通の施設基準
・内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、それらに係る入院医療を提供している
・全身麻酔による手術件数が年800件以上

実績要件

上記の全てを満たす 上記のうち少なくとも４つ以上を満たす 上記のうち少なくとも２つ以上を満たす

救急自動車等による搬送件数 － 年間2,000件以上 －

精神科要件

精神患者の入院受入体制がある

以下のいずれも満たす
イ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算
１の届出
ロ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の
入院３日以内の入院精神療法若しくは救命救急入
院料の注２の加算の算定件数が年間20件以上

以下のいずれかを満たす
イ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算
１の届出
ロ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の
入院３日以内の入院精神療法若しくは救命救急入
院料の注２の加算の算定件数が年間20件以上

日本医療機能評価機構等が行う
医療機能評価

〇 〇 －

救急医療体制
救命救急センター又は
高度救命救急センター

の設置

２次救急医療機関又は
救命救急センター等の設置

２次救急医療機関又は
救命救急センター等の設置

一般病棟用重症度、医療・看護
必要度の該当患者割合
（Ａ得点２点以上又はＣ得点１点以上）

３割以上 ３割以上 ２割７分以上

ア 人工心肺を用いた手術：40件/年以上 イ 悪性腫瘍手術：400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術：100件/年以上

エ 放射線治療（体外照射法）：4,000件/年以上 オ 化学療法：1,000件/年以上 カ 分娩件数：100件/年以上

（共通要件） 精神科につき24時間対応できる体制があること

総合入院体制加算の概要
A200 総合入院体制加算（１日につき／14日以内）
加算１：240点 加算２：180点 加算３：120点

206 234 248 257

5 4 32 37 41

278 304

41
103 137

265 186
174

0

100

200

300

400

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

120点

180点

240点

届
出
医
療
機
関
数



総合入院体制加算の届出状況
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○ いずれかの総合入院体制加算を届出ている施設は約３割であった。
○ いずれの加算を届け出ている施設も、現状を変更する予定がない施設が多かった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

加算１を届出

4%

加算２を届出

12%

加算３

を届出

10%

届出なし

74%

総合入院体制加算の届出状況

N=777

92.6%

7.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変更予定なし

加算２に変更を検討

加算３に変更を検討

加算１の届出施設

92.6%

6.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変更予定なし

加算１に変更を検討

加算３に変更を検討

加算２の届出施設

75.3%

1.2%

23.5%

0% 20% 40% 60% 80%

変更予定なし

加算１に変更を検討

加算２に変更を検討

加算３の届出施設

90.2%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出意向なし

届出を検討している

届出なしの施設

（n=27） （n=95）

（n=81） （n=563）



総合入院体制加算の満たすことが困難な要件
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○ 総合入院体制加算２、３を届出ている施設と届出なしの施設に、満たすことが困難な要件をきく
と「精神病床を有しており、精神病棟入院基本料等を届出て、現に精神疾患患者の入院を受け入れ
ている」と回答した割合が高かった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

01-ア

01-イ

01-ウ

01-エ

01-オ

01-カ

01-キ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

満たすことが困難な要件

加算２ 加算３ 届出なし
（n=95） （n=82） （n=572）



総合入院体制加算にかかる実績について①
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○ 総合入院体制加算１～３を届出ている施設と届出なしの施設について、総合入院体制加算にかか
る実績の分布をみると、以下のとおりであった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

全身麻酔の手術

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

人工心肺を用いた手術

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

年間800件以上
（加算１～３において必須）

年間40件以上
（加算１～３の要件の一部）

（n=27） （n=95） （n=82） （n=569） （n=27） （n=95） （n=81） （n=569）



総合入院体制加算にかかる実績について②
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○ 総合入院体制加算１～３を届出ている施設と届出なしの施設について、総合入院体制加算にかか
る実績の分布をみると、以下のとおりであった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

悪性腫瘍の手術

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

腹腔鏡下手術

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

年間100件以上
（加算１～３の要件の一部）

年間400件以上
（加算１～３の要件の一部）

（n=27） （n=95） （n=82） （n=563） （n=27） （n=95） （n=82） （n=565）



総合入院体制加算にかかる実績について③
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○ 総合入院体制加算１～３を届出ている施設と届出なしの施設について、総合入院体制加算にかか
る実績の分布をみると、以下のとおりであった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

放射線治療（外部照射）

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

化学療法

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

年間1000件以上
（加算１～３の要件の一部）

年間4000件以上
（加算１～３の要件の一部）

（n=27） （n=95） （n=82） （n=569） （n=27） （n=95） （n=82） （n=567）



総合入院体制加算にかかる実績について④
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○ 総合入院体制加算１～３を届出ている施設と届出なしの施設について、総合入院体制加算にかか
る実績の分布をみると、以下のとおりであった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

分娩件数

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

救急搬送件数

加算１ 加算２ 加算３ 届出なし

年間1000件以上
（加算２のみ必須）

年間100件以上
（加算１～３の要件の一部）

（n=27） （n=95） （n=82） （n=570） （n=27） （n=95） （n=82） （n=570）
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（２）特定集中治療室管理料等
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（４）総合入院体制加算

（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項



感染症対策・薬剤耐性対策の推進
平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－５）感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進①

入院

外来

： 院内感染対策に関する合同カンファレンス（感染防止対策加算）

： 他医療機関の感染防止対策に関する評価（感染防止対策地域連携加算）

感染防止対策加算２

感染防止対策加算１

これまでの取組※ 新たな取組

抗菌薬適正使用支援加算

抗菌薬適正使用支援チーム

感染制御チーム

・感染症治療の早期モニタリング
・主治医へのフィードバック

・微生物検査・臨床検査の利用の
適正化
・抗菌薬適正使用の教育・啓発 等

小児科外来診療料及び小
児かかりつけ診療料におい
て、抗菌薬の適正使用に関
する小児抗菌薬適正使用支
援加算を新設

地域包括診療加算、小児
科外来診療料等について、
抗菌薬適正使用の普及啓発
の取組を行っていることを
要件化

感染防止対策加算２

感染防止対策加算１

新たな取組

感染防止対策加算１

※現行の評価の対象
・感染制御チームの組織
・院内感染対策に関する合同カンファレンス
・他医療機関の感染防止対策に関する評価

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染防止対策地域連携加算

感染防止対策地域連携加算
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抗菌薬適正使用支援加算の新設

 薬剤耐性（AMR）対策の推進、特に抗菌薬の適正使用推進の観点から、抗菌薬適正使用支援
チームの組織を含む抗菌薬の適正使用を支援する体制の評価に係る加算を新設。

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－１－５）感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進②

感染防止対策加算
(新) 抗菌薬適正使用支援加算 100点（入院初日）

［算定要件］
感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関が、抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬

の適正な使用の推進を行っている場合に算定する。

［抗菌薬適正使用支援チームの構成員］
ア 感染症の診療について３年以上の経験を有する専任の常勤医師
イ ５年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ ３年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師

いずれか１名は専従であること。また、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チー
ムの専従者と異なることが望ましい。

［抗菌薬適正使用支援チームの業務］
① 感染症治療の早期モニタリングと主治医へのフィードバック
② 微生物検査・臨床検査の利用の適正化
③ 抗菌薬適正使用に係る評価
④ 抗菌薬適正使用の教育・啓発
⑤ 院内で使用可能な抗菌薬の見直し
⑥ 他の医療機関から抗菌薬適正使用の推進に関する相談を受ける
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抗菌薬適正使用支援加算の届出状況等

100

○ 一般病棟入院基本料等を届出ている医療機関の約５割が抗菌薬適正使用支援加算を届け出てい
た。

○ 届出医療機関における専従職員の職種をみると、看護師が最も多く約８割であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

届出あり

45%
届出なし

55%

抗菌薬適正使用支援加算の届出状況

N=1,125

13.9%

79.6%

21.6%

10.4%

1.2%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

医師

看護師

薬剤師

臨床検査技師

事務

その他

専従職員の職種 （n=510）



毎日

14%

週２～３回

18%

週１回

66%

週１回未満

2%

抗菌薬適正使用に関する

カンファレンスの頻度

抗菌薬適正使用チームの実績
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○ 抗菌薬適正使用に関するカンファレンスを行っている頻度をみると、週１回が約７割であった。
○ 直近３月における、周辺地域の医療機関からの相談に応じた実績をみると、実績なしが約５割で
あった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

N=509

７件以上

6%

３～６件

9%

１～２件

33%

実績なし

52%

周辺地域の医療機関からの相談に応じた実績

（直近３か月）

N=508
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（５）抗菌薬適正使用加算

（６）横断的事項
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（６）横断的事項

・ 入退院支援加算等

・ 認知症ケア加算

・ 患者サポート体制充実加算

・ 総合評価加算

・ 排尿自立指導料



入退院支援の評価（イメージ）
平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－３．入退院支援の推進①

•退院時共同指
導料の見直し

• 入院前からの支援
に対する評価の新設

入院外来・在宅 外来・在宅

【入院前からの支援】
・（入院前に）利用しているサービ
スの利用状況の確認
・服薬中の薬剤の確認、各種スク
リーニング
・入院生活に関するオリエンテー
ション
・看護や栄養管理等に係る療養
支援の計画作成 等

外来部門

病棟外来部門と病棟
との連携強化

≪入退院支援の対象となる患者≫
・悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急
性呼吸器感染症のいずれか

・緊急入院 ／ ・要介護認定が未申請
・虐待を受けている又はその疑いがある
・生活困窮者
・入院前に比べＡＤＬが低下し、退院後の生
活様式の再編が必要

・排泄に介助を要する
・同居者の有無に関わらず、必要な養育又は
介護を十分に提供できる状況にない

・退院後に医療処置が必要
・入退院を繰り返している

【退院時共同指導】
・医師、看護職員以外の医療
従事者が共同指導する場合も評価
対象とする

共同指導が行えなかった時は
【情報提供】
・療養に必要な情報提供に対する評
価について、自宅以外の場所に退
院する患者も算定可能とする

在宅療養を担う関係機関等

入院医療機関と在宅療養を担う
医療機関等との連携強化

 病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、また、入院前から関係者との
連携を推進するために、入院前からの支援の強化や退院時の地域の関係者との連携を推進
するなど、切れ目のない支援となるよう評価を見直す

• 「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称を変更
• 地域連携診療計画加算の算定対象の拡大
• 支援の対象となる患者要件の追加
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入院前からの支援を行った場合の評価の新設

 入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージし、 安心して入
院医療を受けられるよう、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、服薬中の薬
の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を、入院前の外来において実施し、支援を行った場合の評価を新設す
る。

［算定対象］
① 自宅等（他の保険医療機関から転院する患者
以外）から入院する予定入院患者であること。

② 入退院支援加算を算定する患者であること。

［施設基準］
① 入退院支援加算１、２又は３の施設基準で求める人員に加え、
十分な経験を有する

≪許可病床数200床以上≫
・専従の看護師が１名以上 又は
・専任の看護師及び専任の社会福祉士が１名以上

≪許可病床数200床未満≫
・専任の看護師が１名以上
が配置されていること。
② 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。

［算定要件］
入院の予定が決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画
に備え、①入院前に以下の１）から８）を行い、②入院中の看護や栄養管理等
に係る療養支援の計画を立て、③患者及び入院予定先の病棟職員と共有す
ること。患者の病態等により１）から８）について全て実施できない場合は、実

施した内容の範囲で療養支援計画を立てても差し支えないが、この場合で
あっても、１）、２）及び８）は必ず実施しなければならない。
１）身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
２）入院前に利用していた介護サービス・福祉サービスの把握 （※）

３）褥瘡に関する危険因子の評価 ／ ４）栄養状態の評価
５） 服薬中の薬剤の確認 ／ ６） 退院困難な要因の有無の評価
７）入院中に行われる治療・検査の説明
８）入院生活の説明

（※）要介護・要支援状態の場合のみ実施

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－３．入退院支援の推進③

（新） 入院時支援加算 200点（退院時１回）

入院前からの支援を行った場合の評価の新設

届出医療機関数 算定回数

入院時支援加算 1,863 10,581

届出医療機関数及び算定回数

（出典）
届出医療機関数：保険局医療課調べ（平成30年７月１日時点）
算定回数：平成30年社会医療診療行為別統計（平成30年６月審査分） 105

中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



退院時共同指導料

B004 1
退院時共同指導料１
在宅療養支援診療所の場合 1,500点

保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該
患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の指示を受け
た医療従事者が、退院後の在宅での療養上必要な説明及び
指導を、入院中の保険医療機関の医療従事者と共同で行っ
た上で、文章により情報提供した場合に算定する。

入院中１回
B004 2

退院時共同指導料１
1以外の場合 900点

B005 退院時共同指導料２ 400点

算
定
回
数

○ 退院時共同指導料について、算定回数は増加傾向。

1,678 

867 898 982 
1,384 1,620 

2,230 2,284 2,501 2,638 2,618 
3,259 

3,714 

5,229 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

退院時共同指導料

退院時共同指導料１ 退院時共同指導料２

106出典：社会医療診療行為別統計（平成27年より）、社会医療診療行為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）

中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



退院前後の医療機関からの訪問指導の状況

○ 退院前訪問看護指導料の算定件数は横ばい、退院後訪問看護指導料及び訪問看護同行加算
の算定件数は増加傾向にある。

 医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするために、
退院直後の一定期間、退院支援や訪問看護ステーションとの連携のために、
入院していた医療機関から行う訪問指導について評価する。

（新） 退院後訪問指導料 ５８０点（１日につき）
（新） 訪問看護同行加算 ２０点
［算定要件］

① 対象患者：別表第８又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲ以上※

※要介護被保険者等及び看護師等が配置されている特別養護老人ホーム・指定障害者支援施設等の入所者（ただし保険医療機関を除く。）も算定可能とする。

② 算定回数：退院後１か月以内に限り、５回を限度として算定する。

③ 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行し、指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後１回に限り、所定点数に加
算する。

退院直後の在宅療養支援に関する評価

＜入院医療機関＞

＜患家＞

＜訪問看護ステーション＞

訪問看護同
行加算

退院後
訪問指導料

平成28年度診療報酬改定

3,132 
2,427 2,443 2,517 2,657 2,393 2,435 2,552 2,536 

694 
1,120 1,187 99

195 211

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H28 H29 H30

退院前訪問指導料 退院後訪問指導料 訪問看護同行加算

<参考> 退院前訪問指導料 580点
［算定要件］

① 継続して１月を超えて入院すると見込まれる入院患者
の円滑な退院のため、入院中又は退院日に患家を訪問
し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しなが
ら、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行っ
た場合に算定。

② 算定回数：入院中１回（入院後早期に退院前訪問看護
の必要があると認められる場合は２回）

③ 医師の指示を受けた保健師、看護師、理学療法士、作
業療法士等も可能。

（件）
■ 退院前訪問看護指導料及び退院後訪問看護指導料の算定件数

107出典：社会医療診療行為別統計（平成27年より）、社会医療診療行為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）

中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



入院時支援加算の届出状況

108

○ 入院時支援加算は、急性期一般入院料１及び特定機能病院での届出が多かった。

入院時支援加算の届出状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

72.1%

34.4%

33.8%

9.0%

76.9%

50.0%

21.3%

10.0%

27.9%

65.6%

66.2%

90.2%

23.1%

50.0%

78.7%

90.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=570）

急性期一般入院料２～３（n= 61）

急性期一般入院料４～７（n=314）

地域一般入院料１～３（n=122）

特定機能病院入院基本料（n= 52）

専門病院入院基本料（n= 12）

療養病棟入院料１（n=502）

療養病棟入院料２（n=100）

届出あり 届出なし

61.9%

32.4%

21.2%

7.5%
37.3%

34.3%

17.6%

10.4%

18.1%

37.1%

67.6%

76.5%

88.5%

61.1%

64.1%

79.6%

88.1%

80.4%

1.1%

0.0%
2.3%

4.0%

1.6%

1.6%

2.8%

1.5%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=367）

急性期一般入院料２～３（n=34）

急性期一般入院料４～７（n=344）

地域一般入院料（n=226）

地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料（n=383）

回復期リハビリテーション病棟入院料（n=251）

療養病棟入院料１（n=324）

療養病棟入院料２（n=67）

障害者施設等入院基本料（n=260）

入院時支援加算を届出ている 入院時支援加算を届出ていない 無回答

参考：平成30年度調査



入院時支援加算の届出による効果
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○ 入院時支援加算の届出による効果として、「入院前に利用していたサービスが把握できること
で、退院先の見通しが立てやすくなった」が特に多かった。

入院時支援加算の届出による効果

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

（複数回答）

※届出区分無回答のものは除く

65.9%

38.9%

54.0%

68.4%

64.2%

72.3%

38.2%

35.0%

66.2%

52.3%

22.9%

3.6%

6.3%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

治療や入院生活に対する患者の理解度が上がった

退院調整にかかる期間が短くなった

病棟での入院時の受入における患者への治療方針等の説明に係る負担が減った

病棟での入院時の受入における入院生活等の説明に係る負担が減った

患者の身体的・社会的・精神的背景を踏まえた療養環境の整備が入院前に実施

できるようになった

入院前に利用していたサービスが把握できることで、退院先の見通しが立てや

すくなった

入院前の服薬状況を踏まえた治療方針が立てられるようになった

褥瘡・栄養スクリーニング結果に応じた治療方針が立てやすくなった

入退院支援加算に係る退院困難な要因を有している患者の抽出が容易となった

より多くの患者に対して入院前支援を実施できるようになった

患者及び家族への説明や面会の頻度を増やすことができるようになった

特になかった

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=411）

急性期一般入院料２～３（n=21）

急性期一般入院料４～７（n=106）

地域一般入院料１～３（n=11）

55.0%

35.0%

37.5%

57.5%

80.0%

77.5%

45.0%

35.0%

82.5%

65.0%

27.5%

0.0%

12.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特定機能病院入院基本料（n=40）

専門病院入院基本料（n=6）

療養病棟入院料１（n=107）

療養病棟入院料２（n=10）



入院時支援加算を届出ることが困難な理由
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○ 入院時支援加算を届出ることが困難な理由として、「入退院支援及び地域連携業務に関する
十分な経験を有する専従の看護師の配置が困難なため」が多かった。

入院時支援加算を届出ることが困難な理由

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

（複数回答）

※届出区分無回答のものは除く

55.3%

50.3%

17.0%

9.4%

4.4%

25.8%

3.1%

16.4%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師の配

置が困難なため

入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び

社会福祉士の配置が困難なため

地域連携を行う十分な体制が整備できていないため

自宅等から入院する予定入院患者が少ないため

入退院支援加算を算定する患者がいないため

緊急入院が多く事前の入院支援が行えないため

他院の外来受診の後の予定入院患者が多いため

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=159）

急性期一般入院料２～３（n=40）

急性期一般入院料４～７（n=208）

地域一般入院料１～３（n=110）

66.7%

58.3%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

特定機能病院入院基本料（n=12）

専門病院入院基本料（n=6）

療養病棟入院料１（n=395）

療養病棟入院料２（n=90）



入院時支援加算の今後の届出意向
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○ 入院時支援加算を届出ていない施設の今後の届出意向についてみると、急性期一般入院料１では
４割弱が届出を予定していた。

入院時支援加算の今後の届出意向

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

37.0%

20.0%

15.9%

5.7%

41.7%

66.7%

11.5%

7.1%

9.1%

2.5%

21.5%

29.2%

16.7%

0.0%

29.1%

39.3%

53.9%

77.5%

62.6%

65.1%

41.7%

33.3%

59.4%

53.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=154）

急性期一般入院料２～３（n= 40）

急性期一般入院料４～７（n=195）

地域一般入院料１～３（n=106）

特定機能病院入院基本料（n= 12）

専門病院入院基本料（n=  6）

療養病棟入院料１（n=357）

療養病棟入院料２（n= 84）

届出を予定している 届出の予定はない 未定・分からない



退院時共同指導料２、退院前訪問指導料、退院後訪問指導料の算定状況

112

○ 退院時共同指導料２は、急性期一般入院料１及び特定機能病院で多く算定されていた。
○ 退院前訪問指導料は１～２割程度の施設で算定されていたが、退院後訪問指導料を算定した施設

は１割に満たなかった。

退院時共同指導料２ 退院前訪問指導料 退院後訪問指導料

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

49.0%

12.1%

20.9%

8.2%

56.1%

45.7%

51.0%

87.9%

79.1%

91.8%

43.9%

54.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

急性期一般入院料１

（n=2,377）

急性期一般入院料２～３

（n=116）

急性期一般入院料４～７

（n=354）

地域一般入院料１～３

（n=85）

特定機能病院入院基本料
（n=665）

専門病院入院基本料
（n=46）

算定あり 算定なし

11.6%

13.8%

23.5%

22.4%

3.8%

0.0%

88.4%

86.2%

76.5%

77.6%

96.2%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

急性期一般入院料１

（n=2,380）

急性期一般入院料２～３

（n=116）

急性期一般入院料４～７

（n=353）

地域一般入院料１～３

（n=85）

特定機能病院入院基本料
（n=663）

専門病院入院基本料
（n=46）

算定あり 算定なし

5.7%

2.6%

6.0%

1.2%

3.0%

0.0%

94.3%

97.4%

94.0%

98.8%

97.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

急性期一般入院料１

（n=2,376）

急性期一般入院料２～３

（n=116）

急性期一般入院料４～７

（n=352）

地域一般入院料１～３

（n=85）

特定機能病院入院基本料
（n=664）

専門病院入院基本料
（n=46）

算定あり 算定なし
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（６）横断的事項

・ 入退院支援加算等

・ 認知症ケア加算

・ 患者サポート体制充実加算

・ 総合評価加算

・ 排尿自立指導料



認知症ケア加算１ 認知症ケア加算２

点数（1日につき）
イ 14日以内の期間 150点 ロ 15日以上の期間 30点
（身体的拘束を実施した日は60％）

イ 14日以内の期間 30点 ロ 15日以上の期間 10点
（身体的拘束を実施した日は60％）

算定対象 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 ランクⅢ以上の患者（重度の意識障害のある者を除く）

主
な
算
定
要
件
・
施
設
基
準

身体的
拘束

・日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。 ・身体的拘束をするかどうかは、当該患者に関わる医師、看護師等、複数の職員で検討する。
・やむを得ず身体的拘束をする場合であっても、できる限り早期に解除するよう努める。 ・身体的拘束を避けるために家族等に対し付添いを強要するようなことがあってはならない。
・身体的拘束をするに当たっては、必要性のアセスメント、患者家族への説明と同意、記録、二次的な身体障害の予防、解除に向けた検討を行う。

病棟職員
の対応

・認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の対応に取り組む。
① 入院前の情報収集、アセスメント、看護計画の作成。
行動、心理症状がみられる場合には、適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等について検討。

② 計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施、定期的に評価。
身体的拘束をした場合は、解除に向けた検討を少なくとも１日に１度実施。

③ 計画作成の段階から、退院後に必要な支援について患者家族を含めて検討。 ④ ①～③を診療録等に記載。

・当該患者が入院する病棟の看護師等は、
行動・心理症状等が出現し治療への影響が見込まれる場合に、適切な
環境調整や患者とのコミュニケーション方法等を踏まえた看護計画を作成。
・計画に基づき認知症症状を考慮したケアを実施し、評価。
・身体的拘束をした場合は、解除に向けた検討を少なくとも１日に１度実施。

職員の
配置等

・以下から構成される認知症ケアチームを設置。
ア 認知症患者の診療に十分な経験を有する専任の常勤医師（精神科５年以上、神経内科５年以上、認知症治療に係る
適切な研修の修了のいずれか）

イ 認知症患者の看護に従事した経験を５年以上有し、認知症看護に係る適切な研修（600時間以上）を修了した専任の
常勤看護師

ウ 認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士

・認知症ケアチームは、以下の取組を通じて認知症ケアの質の向上を図る。
① カンファレンスを週１回程度開催。 ② 各病棟を週１回以上巡回、認知症ケアの実施状況を把握。
③ 医師、看護師等からの相談に速やかに対応、助言。 ④ 認知症患者に関わる職員を対象に研修を定期的に実施。

・原則として、全ての病棟に認知症患者のアセスメントアセスメントや看護方
法等に係る適切な研修（９時間以上）を受けた看護師を複数名配置。

マニュアル
・認知症ケアチームが身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだマニュアルを作成
し、医療機関内に配布・活用。

・身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を
盛り込んだマニュアルを作成し、医療機関内に配布・活用。

院内研修
等

・認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等が、原則として年に１回、認知症ケアチームによる研修又は院外研修を受講。 ・適切な研修を受けた看護師を中心として、病棟の看護師等に対して、研修
や事例検討会等を少なくとも年に１回実施。

届出医療機関数
及び
算定件数

【出典】保険局医療課調べ（各年７月１日時点）
※区分不明のものは除く。

180 387 517322 

2,193 

2,816 

0
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4,000

H28 H29 H30

認知症ケア加算１

認知症ケア加算２

区分不明

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

14日以内

14日以内（身体的拘束）

15日以上

15日以上（身体的拘束）

（件）（施設） 届出医療機関数 算定件数

【出典】社会医療診療行為別統計
（各年６月審査分）加算１

502 

2,583

H28 H29                       H30                     H28 H29                       H30 

3,339

加算２

1,887  2,410
9,412  11,658

1,5213  1,7722

272   617

46,535

90,270

69,615

129,499

認知症ケア加算の算定状況
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中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



認知症ケア加算の届出状況
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○ 認知症ケア加算は、急性期一般入院料１及び特定機能病院での届出が多かった。

認知症ケア加算の届出状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

37.9%

8.2%

6.0%

1.6%

32.7%

0.0%

4.3%

2.0%

39.8%

62.3%

51.9%

38.2%

17.3%

8.3%

54.0%

33.0%

22.3%

29.5%

42.1%

60.2%

50.0%

91.7%

41.7%

65.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１（n=570）

急性期一般入院料２～３（n= 61）

急性期一般入院料４～７（n=316）

地域一般入院料１～３（n=123）

特定機能病院入院基本料（n= 52）

専門病院入院基本料（n= 12）

療養病棟入院料１（n=506）

療養病棟入院料２（n=100）

認知症ケア加算１を届出ている 認知症ケア加算２を届出ている 届出ていない



認知症ケア加算１を届出ていない理由
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○ 認知症ケア加算１を届出ていない理由として、「認知症ケアチームの要件である精神科又は
神経内科の経験を５年以上有する専任の常勤医師を確保できないため」が多かった。

認知症ケア加算１を届出ていない理由

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

（複数回答）

※届出区分無回答のものは除く

51.7%

43.2%

33.9%

39.0%

26.6%

9.9%

6.5%

1.1%

4.0%

3.1%

5.9%

4.8%

3.4%

5.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

認知症ケアチームの要件である精神科又は神経内科の経験を5年以上有する専

任の常勤医師を確保できないため

認知症ケアチームの要件である適切な研修を修了した専任の常勤医師を確保

できないため

認知症ケアチームの要件である認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有

する専任の常勤看護師を確保できないため

認知症ケアチームの要件である適切な研修を修了した専任の常勤看護師を確

保できないため

認知症ケアチームの要件である専任の常勤社会福祉士又は精神保健福祉士

（退院調整の経験または介護支援専門員）を確保できないため

認知症患者のケアに係るカンファレンス（週1回程度）ができないため

各病棟における認知症患者に対するケアの実施状況の把握等の実施（週1回以

上）ができないため

身体的拘束の実施基準の作成・見直しができないため

鎮静を目的とした薬物の適正使用等の基準の作成・見直しができないため

認知症ケアに係る手順書の作成・見直しができないため

認知症患者に関わる職員を対象とした認知症患者のケアに関する研修の定期

的な実施ができないため

入院患者に認知症患者が多くないため

入院患者に認知症患者がいないため

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=354）

急性期一般入院料２～３（n=56）

急性期一般入院料４～７（n=297）

地域一般入院料１～３（n=121）

8.6%

20.0%

28.6%

40.0%

42.9%

11.4%

11.4%

5.7%

0.0%

5.7%

5.7%

11.4%

0.0%

20.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

特定機能病院入院基本料（n=35）

専門病院入院基本料（n=12）

療養病棟入院料１（n=484）

療養病棟入院料２（n=98）



認知症ケア加算を届出ていない施設における認知症患者に対する取組
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○ 認知症ケア加算１・２ともに届出ていない施設においても、認知症患者に対しての取組を実施
している施設が多くみられた。

認知症患者に対して実施している取組

出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

（認知症ケア加算１・２ともに届出ていない施設のみ、複数回答）

※届出区分無回答のものは除く

48.0%

52.0%

35.4%

57.5%

40.9%

7.1%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症症状を考慮して、適切な環境調整やコミュニケー

ション方法等を踏まえた看護計画を作成

認知症症状を考慮したケアを実施・評価

病棟の看護師等に対して、認知症ケアに関する研修や事例

検討を実施（年1回以上）

身体的拘束のマニュアルを作成

身体的拘束をした場合に、解除に向けた検討を1日に1度は

実施

その他

無回答

急性期一般入院料１（n=127）

急性期一般入院料２～３（n=18）

急性期一般入院料４～７（n=133）

地域一般入院料１～３（n=74）

76.9%

73.1%

61.5%

69.2%

73.1%

26.9%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特定機能病院入院基本料（n=26）

専門病院入院基本料（n=11）

療養病棟入院料１（n=211）

療養病棟入院料２（n=65）
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（６）横断的事項

・ 入退院支援加算等

・ 認知症ケア加算

・ 患者サポート体制充実加算

・ 総合評価加算

・ 排尿自立指導料



（参考）

患者サポート体制の評価

 患者等からの相談に幅広く対応できる体制をとっている医療機関に対する評価を新設し、医
療従事者と患者との円滑なコミュニケーションの推進を図る。

（新） 患者サポート体制充実加算 ７０点 （入院初日）

［施設基準］

① 患者からの相談に対する窓口を設置し、専任の看護師、社会福祉士等を配置していること。

② 患者のサポート等に関するマニュアルの作成、報告体制の整備、職員への研修等、体制の
整備を実施していること。

患者サポート体制の評価

平成24年度診療報酬改定

135,309 
171,648 

665,614 656,601 685,890 707,994 
762,083 

3,208 
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件数 届出医療機関

患者サポート体制充実加算※の届出医療機関数と算定件数の推移

（件）（施設）

医療安全対策加算に規定する窓口と兼用可

※「がん拠点病院加算」を算定している場合は算定不可

119出典：社会医療診療行為別統計（平成27年より）、社会医療診療行為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）
保険局医療課調べ（各年７月１日時点）

中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



患者サポート体制充実加算の届出状況
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○ 患者サポート体制充実加算は、急性期一般入院料１及び特定機能病院での届出が多かった。

患者サポート体制充実加算の届出状況

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
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40.0%

15.6%

94.2%

75.0%

25.9%
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地域一般入院料１～３（n=122）

特定機能病院入院基本料（n= 52）

専門病院入院基本料（n= 12）

療養病棟入院料１（n=502）

療養病棟入院料２（n=101）

届出あり 届出なし



患者サポート体制充実加算の今後の届出意向
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○ 患者サポート体制充実加算を届出ていない施設の今後の届出意向についてみると、急性期一般
入院料１では２割弱が届出を予定していた。

患者サポート体制充実加算の今後の届出意向

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）
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26.9%
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61.0%
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59.6%
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急性期一般入院料１（n= 77）

急性期一般入院料２～３（n= 28）

急性期一般入院料４～７（n=185）

地域一般入院料１～３（n=101）

特定機能病院入院基本料（n=  3）

専門病院入院基本料（n=  3）

療養病棟入院料１（n=372）

療養病棟入院料２（n= 89）

届出を予定している 届出の予定はない 未定・分からない
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（６）横断的事項

・ 入退院支援加算等

・ 認知症ケア加算

・ 患者サポート体制充実加算

・ 総合評価加算

・ 排尿自立指導料



総合評価加算の概要

（回）

A２４０ 総合評価加算 １００点（入院中1回）

【主な算定要件】

（１）病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を
行った場合であって、当該総合的な機能評価を行った時点で現に介護保険法施行令第２条各号に規定する特定疾患を有する
４０歳以上６５歳未満である者及び６５歳以上である者について、入院中１回に限り算定する。

（２）総合的な機能評価を行った後、病状の急変等により大きく患者の基本的な日常生活能力、認知能力、意欲等が変化した場合
には、病状の安定が見込まれた後改めて評価を行う。ただし、その場合であっても、当該加算は入院中１回に限り算定する。

（３）総合的な機能評価に係る測定は、医師又は歯科医師以外の医療職種が行うことも可能であるが、測定結果に基づく評価は、
研修を修了した医師又は歯科医師若しくは当該患者に対する診療を担う医師又は歯科医師が行わなければならない。

（４）高齢者の総合的な機能評価の実施に当たっては、関係学会より示されているガイドラインに沿った評価が適切に実施される
よう十分留意する。
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（医療機関数）

総合評価加算の算定回数・届出医療機関数【施設基準】

（１）総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師
又は歯科医師が１名以上いる。

（２）総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。

ア 医療関係団体等が実施するもの

イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診療方法、高齢者の
病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が
含まれているもの

ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワーク
ショップが含まれたもの

エ 研修期間は通算して１６時間以上程度のもの

（３）高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に
実施する。

123
出典：社会医療診療行為別統計（平成27年より）

社会医療診療行為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）
保険局医療課調べ（各年７月１日時点）

中医協 総－１

元 ． ９ ． １ １



総合評価加算の算定状況
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○ 総合評価加算の算定状況をみると、急性期一般入院料１及び専門病院において算定ありの割合が
多かった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）
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（n=468）

療養病棟入院料２

（n=73）

総合評価加算の算定状況

算定あり 算定なし



13.7%

8.7%

34.5%

50.4%

15.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

算定対象となる患者が少ない

総合的な評価を必要とする患者が少ない

総合的な機能評価に係る測定を行う

ことができる十分な数の職員がいない

総合的な機能評価に係る適切な研修を

修了した医師又は歯科医師がいない

その他

算定していない理由（Ａ票）

総合評価加算を算定していない理由
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○ 総合評価加算を算定していない理由をみると、いずれの病棟においても、「総合的な機能評価に
係る適切な研修を修了した医師又は歯科医師がいない」が多く、約半数であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

（n=2,312）

20.8%

15.0%

36.6%

53.1%

7.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

算定対象となる患者が少ない

総合的な評価を必要とする患者が少ない

総合的な機能評価に係る測定を行う

ことができる十分な数の職員がいない

総合的な機能評価に係る適切な研修を

修了した医師又は歯科医師がいない

その他

算定していない理由（Ｂ票） （n=486）
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（６）横断的事項

・ 入退院支援加算等

・ 認知症ケア加算

・ 患者サポート体制充実加算

・ 総合評価加算

・ 排尿自立指導料



 下部尿路機能障害を有する患者に対して、病棟でのケアや多職種チームの介入による下部尿
路機能の回復のための包括的排尿ケアについて評価する。
Ｂ005-9 排尿自立指導料 ２００点（週１回）

［主な算定要件］
① 対象患者：尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有する患者

尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれる者
② 算定回数：週１回、計６回を限度として算定する。排尿ケアチーム及び病棟の看護師等のいずれか一方しか関与しなかった週は算定できない。

［施設基準］
① 以下から構成される排尿ケアチームが設置されていること。
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について３年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る研修を修了した医師
イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を３年以上有し、所定の研修（16時間以上）を修了した専任の常勤看護師
ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
② 排尿ケアチームは、対象患者抽出のためのスクリーニング及び下部尿路機能評価のための情報収集等の排尿ケアに関するマニュアルを作成
し、保険医療期間内に配布するとともに、院内研修を実施すること。

平成28年度診療報酬改定

下部尿路機能障害を有する患者に対するケアの評価
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① 下部尿路機能障
害の症状（尿失
禁、尿閉等）を有
する患者の抽出

③ 下部尿路機能障
害を評価し、排尿
自立に向けた計画
策定

② 下部尿路機能評
価のための情報収
集

④ 包括的排尿ケア
の実施、評価 病棟の看護師等

病棟の看護師等
＋

排尿ケアチーム
・排尿日誌
・残尿測定 等

包括的排尿ケアの
計画

排尿自立の可能性
の評価

・排尿誘導
・生活指導
・排尿に関連する
動作訓練
・薬物療法 等

排尿自立指導料の概要

152 
4,299 

7,884 
140 

396 

578 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

100

200

300

400

500

600

700

平成28年 平成29年 平成30年度

回数

届出医療機関

排尿自立指導料の算定回数・届出医療機関数 （回）（医療機関数）



排尿自立指導料の算定状況
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○ 排尿自立指導料の算定状況をみると、急性期一般入院料１及び特定機能病院において算定ありの
割合が多かった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

19.3%

1.7%

5.1%

1.2%

21.0%

15.2%

5.2%

1.4%

80.7%

98.3%

94.9%

98.8%

79.0%

84.8%

94.8%

98.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

急性期一般入院料１

（n=2371）

急性期一般入院料２～３

（n=116）

急性期一般入院料４～７

（n=353）

地域一般入院料１～３

（n=85）

特定機能病院入院基本料

（n=662）

専門病院入院基本料

（n=46）

療養病棟入院料１

（n=383）

療養病棟入院料２

（n=69）

排尿自立指導料の算定状況

算定あり 算定なし



36.4%

27.3%

3.0%

12.1%

21.2%

0.0%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

尿道カテーテルの留置期間の短縮

排尿の自立につながった

排尿の自立に向けた活動量（ADL）の向上

につながった

関連職種の排尿ケアに係る知識、技術及

び意識の向上

尿路感染症の予防

在院日数の短縮

その他

算定による効果（Ｂ票）

19.9%

34.6%

10.3%

20.9%

12.9%

0.7%

0.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

尿道カテーテルの留置期間の短縮

排尿の自立につながった

排尿の自立に向けた活動量（ADL）の向上

につながった

関連職種の排尿ケアに係る知識、技術及

び意識の向上

尿路感染症の予防

在院日数の短縮

その他

算定による効果（Ａ票）

排尿自立指導料の算定による効果
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○ 排尿自立指導料の算定による効果をみると、一般病棟入院基本料等においては「排尿の自立につ
ながった」が多く約３割、療養病棟入院基本料においては「尿道カテーテルの留置期間の短縮」が
多く約４割であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

（n=604） （n=33）



26.5%

1.3%

36.6%

23.1%

5.2%

1.3%

2.4%

3.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

算定対象となる患者がいない

対象となる患者はいるが、算定可能な

回数を超えているため算定できない

経験を有する医師の確保が困難

経験及び所定の研修を修了した

専任の常勤看護師の確保が困難

経験を有する専任の常勤理学療法士又は

専任の常勤作業療法士の確保が困難

排尿ケアチームによるマニュアル作成が

困難

排尿ケアチーム以外の関係する

従事者から協力が得られない

その他

算定していない理由（Ｂ票）

30.9%

0.3%

16.7%

23.0%

7.2%

2.6%

2.2%

17.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

算定対象となる患者がいない

対象となる患者はいるが、算定可能な

回数を超えているため算定できない

経験を有する医師の確保が困難

経験及び所定の研修を修了した

専任の常勤看護師の確保が困難

経験を有する専任の常勤理学療法士又は

専任の常勤作業療法士の確保が困難

排尿ケアチームによるマニュアル作成が

困難

排尿ケアチーム以外の関係する

従事者から協力が得られない

その他

算定していない理由（Ａ票）

排尿自立指導料を算定していない理由
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○ 排尿自立指導料を算定していない理由をみると、一般病棟入院基本料等においては「算定対象と
なる患者がいない」が多く約３割、療養病棟入院基本料においては「経験を有する医師の確保が困
難」が多く約４割であった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

（n=2,908） （n=464）


